
　

は　じ　め　に

　この履修の手引きは，先端科学技術教育部博士前期課程，および博士後期課程に入学されたみなさんが，

修了に必要な履修の方法などを知るためのもので，以下の５項目について記載しています。

　１．先端科学技術教育部での教育の理念・目標と特色

　２．各コースの教育目的・履修の案内

　３．諸手続きに関する事項

　４．人権・教育相談のための体制

　５．先端科学技術教育部規則等

　また，別途配布したＣＤ−ＲＯＭには全授業科目の概要を記したシラバスが記録されています。それぞれ

ご自身に関係する内容について，よく熟読しておいてください。

　

　大学院は，専門基礎能力を基に，自主的な学習によって，専門性を一層向上すると同時に，専門技術者と

しての倫理や幅広い教養に裏打ちされた人間性の涵養に努める場です。

　みなさんは，豊かな人格と教養を身につけ，専門知識による課題探求力・表現力を養い，社会の変化に柔

軟に対応できる自律した応用力と創造力を身につけ，「進取の気風」をもった技術者となるよう努力をしてく

ださい。実践的な行動力をもって地域社会や国際社会に貢献できるみなさんを社会は期待しています。
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⑴　先端技術科学教育部における教育理念と目標について

１．徳島大学の教育理念

　　徳島大学では，平成１６年４月１日よりの国立大学法人徳島大学の発足にあたり，大学の基本計画が策定

され，本学の教育理念として，次の３項目が明記されています。

　　　理念　⑴　学生の多様な個性を尊重し，人間性に富む人格の形成を促す教育を行い，優れた専門能力

を身につけ，進取の気風に富む人材の育成をめざす。

　　　理念　⑵　知の継承と創造に挑み，独創的で，実り多い研究を推進し，豊かで健全な未来社会の創生

に貢献する。

　　　理念　⑶　国際化と地域重視の時代に向けて，地域社会と世界を結ぶ知的ネットワークの拠点として，

平和で文化的な国際社会の構築と地域社会の活力ある発展に寄与する。

　　このように「人間性」，「専門能力」および「進取の気風」の育成を重視すること，特に，「進取の気風」は，

本学としての個性・独自性，すなわちアイデンティティを表すキーワードとして教育の基本となっていま

す。その上で「未来社会の創生に貢献」し「地域社会と世界を結ぶ知的ネットワークの構築」に寄与する

教育を目指しています。

２．大学院において目指す教育

　　徳島大学の大学院は，上記の理念に従って，研究者の養成，高度専門職業人の養成を目的として下記の

ような教育を目指します。

　　⑴　博士前期課程（修士課程）は，研究者の養成の最初の段階あるいは高度専門職業人の養成と位置づ

け，学部教育で培われた専門基礎能力を基に，専門性を一層向上させると同時に職業倫理など人間性

の涵養に努めるカリキュラムを編成する。また，異なる分野の学士課程を修めた大学院生に対して，

必要な科目の学習を可能とするカリキュラム編成をする。

　　⑵　博士後期課程（博士課程）においては，基礎的・先駆的な学術研究を推進するとともに，これを世

界的な学術研究の拠点，指導的な高度専門職業人や優れた研究者・研究技術者養成の中核機関として

位置づけ，教育課程を編成する。

３．先端技術科学教育部の教育理念と目標

　　徳島大学では，大学院教育の重点化のため，平成１８年４月　従来の工学研究科を改組して先端技術科学

教育部を設立しました。この教育部の教育理念は，徳島大学の教育理念をベースにして，

　　　理念　⑴　豊かな人格と教養および自発的意欲を育て，工学の基礎知識を基とした分析力や課題探

求・解決能力を備え，社会の変化に柔軟に対応できる自律的な応用力と創造力を持つ技術者・

研究者を育成する。

　　　理念　⑵　工学分野の広角的な教育から，幅広い視点で現代社会に生じている問題の分析力や解決能

力を備えた人材を育成する。

　　の２つから成っています。

　　この教育理念を念頭において，先端技術科学教育部では，ハードウェアとソフトウェアが融合した「シ

ステム工学」分野，環境との調和を図る科学技術に取り組む「環境工学」分野で，優秀な人材を育成する

ことを目標としています。

　　「システム工学」は，組織的・系統的なハードウェアとソフトウェア系を対象とした教育を行う分野で，

新しい「工学」を意味します。この分野では，物理系および電子情報系の「システム工学」の教育を行い

ます。具体的には，材料，機材，資材，デバイス，機器，ソフトウェアなどを分析，作製し，各種構造物，
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各種機械，各種電子光装置などのシステムの最適設計を遂行できる人材を育成する教育をシステム工学の

観点・視点から行います。この分野の専攻として，知的力学システム工学専攻２コースとシステム創生工

学専攻３コースを設置しています。

　　「環境工学」は，工学的・科学的手法を駆使して環境問題への解決策を探る分野です。大気環境の保全，

水や土壌，地盤の環境，廃棄物・リサイクル対策などの物質循環，化学物質，そして生物多様性の保全へ

の対応などに取り組むことができ，専門性と幅広い分野に関わる環境問題点の存在を認識できる人材育成

を目標としています。このため，環境創生工学専攻３コースを設置しています。

４．先端技術科学教育部における教育の特色

　　従来の工学研究科で進めてきた新工学教育プログラムでの特色に加えて，平成１８年度からの先端技術

科学教育部では，以下のような特色をもった教育プログラムとなっています。

　１）専攻内共通科目，自由選択科目を設け，専攻する専門分野だけでなく，多様な分野の科目が履修でき

るようになっています。これによって，正しい倫理感を持ち，総合的判断力・応用力・課題探求力のあ

る高度職業人の育成を目指しています。

　２）［企業行政演習］の科目として，地域企業や行政機関でのインターンシップ制を大学院に導入していま

す。また，課題探求法は，ベンチャー企業を立ち上げたり，企業との共同研究を行うことで単位を取得

できる授業科目です。これによって，地域企業の活性化，ベンチャー企業の立ち上げができる人材の育

成を目指しています。

　３）プレゼンテーション技法の科目は，国際会議や学会での発表準備，実績で単位取得をする科目です。

実践的な英語力やプレゼンテーション能力を高めて，国際や実社会で活躍できる技術者・研究者の育成

を目指しています。
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⑵　各コースの学習・教育目標

知的力学システム工学における分析力や課題探求能力・解決能力を備え，社会の変化に柔軟に対応できる自立的な応用力および創
造力。

Ａ

幅広い視点での現代社会に生じている問題の分析力および解決能力。Ｂ

社会の問題を解決する方法および解決結果を的確に，かつ論理的に表現できるコミュニケーション能力。Ｃ

豊かで健全な社会を創造するために技術者としての倫理観を持ち，常に自発的に学習する能力。Ｄ

平和な国際社会を構築し，国際化に対応できる能力。Ｅ

知的力学システム工学専攻　建設創造システム工学コースの学習・教育目標

学習・教育目標授業科目科目群

ＡＢＣ２知的財産論

総合科目

ＡＢＣ２ニュービジネス特論

ＢＣＥ２技術経営特論

ＢＣＤ６長期インターンシップ

ＢＣ２プレゼンテーション技法（Ｍ）

ＢＣＤ２企業行政演習（Ｍ）

ＡＢＣ２課題探求法（Ｍ）

ＡＢＣ２応用流体力学特論

専攻内
共　通
科目群

ＡＢＣ２振動工学特論

ＡＢＣ２破壊・構造力学特論

ＡＢＣ２材料物性特論

ＡＢＣ２プロジェクトマネジメント

ＡＢＣ２物性科学理論

専門科目

ＡＢＣ２固体イオニクス

ＡＢＣ２数理解析方法論

ＡＢＣ２微分方程式特論

ＡＢＣ２計算数理特論

ＡＢＣ２数理解析特論

ＡＢＣ２応用解析学特論

ＡＢＣ４水資源工学特論

ＡＢＣ２地域防災学特論

ＡＢＣ２地盤力学特論

ＡＢＣ２土質力学特論

ＡＢＣ４基礎工学特論

ＡＢＣ２耐震工学特論

ＡＢＣ４鉄筋コンクリート工学特論

ＡＢＣ４技術英語特論

ＡＢＣ２技術英会話

ＡＢＣ２建設設計学特論

ＡＣＥ２※建築構造特論

ＡＥＤ４環境生態学特論

ＡＢＣ４都市及び交通システム計画

ＡＢＣ２都市・地域計画論

ＡＢＣ２環境リスク特論

ＢＣＤ２災害リスク論

ＢＣＤ２ミティゲーション工学

ＢＣＤ２地域環境情報工学

ＢＣＤ必４建設創造システム工学論文輪講

ＢＣＤ必４建設創造システム工学演習

ＢＣＤ必４建設創造システム工学特別実験

ＢＣＤ４建設創造システム工学実務演習

大学院授業科目の学習・教育目標との対応表

学習・教育目標開講単位数授業科目科目群

ＢＣＤ２人間工学

総合科目

ＢＣＤ２生命科学

ＢＣＤ２社会科学

ＢＣＤＥ２科学技術論

ＡＢＣ２ニュービジネス特論

ＣＤ２知的財産論

ＢＣ２プレゼンテーション技法（Ｄ）

ＢＣＤＥ２企業行政演習（Ｄ）

ＡＢ２課題探求法（Ｄ）

ＡＢ２強相関物性科学特論

専門科目

ＡＢ２量子材料科学特論

ＡＢ２シミュレーション数理学

ＡＢ２非線形解析学

ＡＢ２流域水文工学

ＡＢ２保全水工学

ＡＢ２地盤環境設計特論

ＡＢ２地盤環境制御工学

ＡＢ２都市システム設計特論

ＡＢ２風工学

ＡＢ２汎用構造解析特論

ＡＢ２耐震設計特論

ＡＢ２社会基盤材料特論

ＡＢ２流体制御材料特論

ＡＢＣ２政策シミュレーション特論

ＡＢ２社会リスク工学特論

ＡＢ２ミティゲーション工学特論

ＡＢＣＤＥ必２建設創造システム工学特別演習特別演習・
実験科目 ＡＢＣＤＥ必２建設創造システム工学特別研究

博士前期課程 博士後期課程

　　　　　※偶数年度開講
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知的力学システム工学における分析力や課題探求能力・解決能力を備え，社会の変化に柔軟に対応できる自立的な応用力および創
造力。

Ａ

幅広い視点で現代社会に生じている問題の分析力および解決能力。Ｂ

社会の問題を解決する方法および解決結果を的確に，かつ論理的に表現できるコミュニケーション能力。Ｃ

豊かで健全な社会を創造するために技術者としての倫理観を持ち，常に自発的に学習する能力。Ｄ

平和な国際社会を構築し，国際化に対応できる能力。Ｅ

知的力学システム工学専攻　機械創造システム工学コースの学習・教育目標

学習・教育目標開講単位数授業科目科目群

ＡＢＣ２知的財産論

総合科目

ＡＢＣ２ニュービジネス特論

ＢＣＤＥ２技術経営特論

ＢＣＤＥ６長期インターンシップ

ＢＣ２プレゼンテーション技法（Ｍ）

ＢＣＤＥ２企業行政演習（Ｍ）

ＡＢＣ２課題探求法（Ｍ）

ＡＢＣ２応用流体力学特論

専攻内
共　通
科目群

ＡＢＣ２振動工学特論

ＡＢＣ２破壊・構造力学特論

ＡＢＣ２材料物性特論

ＡＢＣ２プロジェクトマネジメント

ＡＢＣ２物性科学理論

専門科目

ＡＢＣ２超伝導物質科学

ＡＢＣ２計算数理特論

ＡＢＣ２数理解析方法論

ＡＢＣ２固体イオニクス

ＡＢＣ２固体力学

ＡＢＣ２材料工学

ＡＢＣ２流体エネルギー変換工学

ＡＢＣ２熱力学特論

ＡＢＣ２伝熱学

ＡＢＣ２システム設計

ＡＢＣ２エネルギー変換システム論

ＡＢＣ２デジタル制御論

ＡＣＥ２アクチュエーター理論

ＡＥＤ２計測学

ＡＢＣ２金属加工学

ＡＢＣ２加工システム

ＡＢＣ２精密機械工学

ＡＢＣ２ナノプロセッシング工学

ＡＢＣ２半導体ナノテクノロジー特論

ＢＣＤ必４機械創造システム工学論文輪講

ＢＣＤ必２機械創造システム工学演習

ＢＣＤ必６機械創造システム工学特別実験

大学院授業科目の学習・教育目標との対応表

学習・教育目標開講単位数授業科目科目群

ＡＢＤＥ２人間工学

総合科目

ＢＣＤ E２生命科学

ＢＣＤ E２社会科学

ＡＢＤＥ２科学技術論

ＡＢＤＥ２ニュービジネス特論

ＣＤ２知的財産論

ＢＣ２プレゼンテーション技法（Ｄ）

ＢＣＤ E２企業行政演習（Ｄ）

ＡＢ２課題探求法（Ｄ）

ＡＢ２量子材料科学特論

専門科目

ＡＢ２電波物性科学特論

ＡＢ２結晶物性制御特論

ＡＢ２材料応用特論

ＡＢ２材料計算力学

ＡＢ２流体エネルギー制御特論

ＡＢ２熱エネルギー利用システム

ＡＢ２混相流体輸送特論

ＡＢ２エネルギー環境工学

ＡＢ２機械システム設計学

ＡＢ２計測制御工学

ＡＢ２動的システム設計学

ＡＢ２生産加工特論

ＡＢ２マイクロ・ナノ工学

ＡＢ２表面機能制御特論

ＡＢ２知能情報システム設計特論

ＡＢ２視覚パターン処理工学

ＡＢ２資源エネルギー変換特論

ＡＢ２ナノプロセッシング工学特論

ＡＢＣＤＥ必２機械創造システム工学特別演習特別演習・
実験科目 ＡＢＣＤＥ必２機械創造システム工学特別研究

博士前期課程 博士後期課程

　　　　　開講単位数の「必」は，必修科目を表す。
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物質創生の基礎としての化学分野を，幅広くその周辺領域−物理学や生命科学等−も含め深く理解し，応用させることのできる
能力。

Ａ

化学物質の創製を，人間や自然環境への影響とそれを評価するシステムを考慮しながら進展させることができる能力を養成する。Ｂ

現代社会が直面する種々の問題を主として化学的な視点から分析し，解決する能力を養成する。Ｃ

問題分析過程において問題点を明確に表現し伝えるコミュニケーション能力を養成する。Ｄ

豊かで健全な国際社会を構築するための国際交流に積極的に寄与できる能力を養成する。Ｅ

環境創生工学専攻　化学機能創生システム工学コースの学習・教育目標

学習・教育目標開講単位数授業科目科目群

ＡＣ２知的財産論

総合科目

ＡＣ２ニュービジネス特論

ＡＣＥ２技術経営特論

ＡＣ６長期インターンシップ

ＤＥ２プレゼンテーション技法（Ｍ）

ＡＣ２企業行政演習（Ｍ）

ＣＤＥ２課題探求法（Ｍ）

ＡＢ２化学環境工学特論専攻内
共　通
科目群

ＡＢ２生物環境工学特論

ＡＢ２環境システム工学特論

Ａ２物性科学理論

専門科目

Ａ２微分方程式特論

Ａ２応用解析学特論

Ａ２数理解析特論

ＡＢＣ２核磁気共鳴

ＡＢＣ２固体イオニクス

ＢＣ２材料設計特論

ＢＣ２有機化学特論

ＢＣ２重合反応特論

ＢＣ２物理化学特論

ＢＣ２電気化学特論

ＢＣ２分析・環境化学特論

ＢＣ２化学反応工学特論

ＢＣ２分離工学特論

ＢＣ２材料科学特論

ＢＣ1物質合成化学特論

ＢＣ1物質機能化学特論

ＢＣ1化学プロセス工学特論

ＢＣ２半導体ナノテクノロジー特論

ＡＢＣＤＥ必４化学機能創生輪講及び演習

ＡＢＣＤＥ必８化学機能創生特別実験

大学院授業科目の学習・教育目標との対応表

学習・教育目標開講単位数授業科目科目群

ＡＢ２人間工学

総合科目

ＡＢＣ２生命科学

ＡＣ２社会科学

ＡＣ２科学技術論

ＡＣ２ニュービジネス特論

ＡＣ２知的財産論

ＤＥ２プレゼンテーション技法（Ｄ）

ＡＣ２企業行政演習（Ｄ）

ＣＤＥ２課題探求法（Ｄ）

ＢＣ２分子設計学

専門科目

ＢＣ２物質変換化学

ＢＣ２プロセス開発工学

ＢＣ２機能性材料論

ＢＣ２材料物性化学

ＢＣ２表面機能学

ＢＣ２移動プロセス工学

ＢＣ２生体分子プロセス工学

ＡＢＣＤＥ必２化学機能創生特別演習特別演習・
実験科目 ＡＢＣＤＥ必２化学機能創生特別研究

博士前期課程 博士後期課程
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生命現象研究の基礎としての生命工学分野を，幅広くその周辺領域−物理学や化学等−も含め深く理解し，応用させることので
きる能力を養成する。

Ａ

生命体の持つ多様性を理解し，環境の保全・創造に活用できる能力を養成する。Ｂ

現代社会が直面する種々の問題を主として生命工学的な視点から分析し，解決する能力を養成する。Ｃ

問題分析課程において問題点を明確に表現し伝えるコミュニケーション能力を養成する。Ｄ

豊かで健全な国際社会を構築するための国際交流に積極的に寄与できる能力を養成する。Ｅ

環境創生工学専攻　生命テクノサイエンスコースの学習・教育目標

学習・教育目標開講単位数授業科目科目群

ＡＢＣ２知的財産論

総合科目

ＡＢＣ２ニュービジネス特論

ＢＣＤＥ２技術経営特論

ＢＣＤＥ６長期インターンシップ

ＢＣ２プレゼンテーション技法（Ｍ）

ＢＣＤＥ２企業行政演習（Ｍ）

ＡＢＣ２課題探求法（Ｍ）

ＡＢＣ２化学環境工学特論専攻内
共　通
科目群

ＡＢＣ２生物環境工学特論

ＡＢＣ２環境システム工学特論

ＡＢＣ２物性科学理論

専門科目

ＡＢＣ２超伝導物質科学

ＡＢＣ２計算数理理論

ＡＢＣ２数理解析方法論

ＡＢＣ２生体熱力学

ＡＢＣ２生化学特論

ＡＢＣ２分子生物学特論

ＡＢＣ２細胞生物工学

ＡＢＣ２生物物理化学特論

ＡＢＣ２細胞生理学特論

ＡＢＣ２微生物工学特論

ＡＢＣ２分子機能工学

ＡＢＣ２応用生物工学特論

ＡＢＣ２生物機能工学特論

ＡＢＣ２酵素学特論

ＡＢＣ２生物反応工学特論

ＡＢＣ２分子生物工学

ＡＢＣ２生体高分子化学特論

ＡＢＣ２半導体ナノテクノロジー特論

ＢＣＤＥ必２生命テクノサイエンス論文輪講

ＢＣＤＥ必２生命テクノサイエンス演習

ＢＣＤ必１０生命テクノサイエンス特別実験

ＢＣＤ２生命テクノサイエンス実務演習

大学院授業科目の学習・教育目標との対応表

学習・教育目標開講単位数授業科目科目群

ＡＢＣＤ２人間工学

総合科目

ＡＢＣ２生命科学

ＣＤＥ２社会科学

ＣＤＥ２科学技術論

ＣＤＥ２ニュービジネス特論

ＣＤＥ２知的財産論

ＢＣＤ２プレゼンテーション技法（Ｄ）

ＢＣＤ２企業行政演習（Ｄ）

ＡＢＣ２課題探求法（Ｄ）

ＡＢＣ２生体分子機能設計

専門科目

ＡＢＣ２微生物分子論

ＡＢＣ２遺伝情報工学

ＡＢＣ２細胞情報工学

ＡＢＣ２酵素機能工学

ＡＢＣ２生体機能工学

ＡＢＣ２分子病原微生物論

ＡＢＣＤＥ必２生命テクノサイエンス特別演習特別演習・
実験科目 ＡＢＣＤ必２生命テクノサイエンス特別研究

博士前期課程 博士後期課程
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資源循環機構における環境負荷制御のための省資源・リサイクルに関する技術力や思考力を養成する。Ａ

持続可能な社会システムを構築するための政策の立案や環境リスクマネジメント，ならびに人間支援に関する技術力や思考力を
養成する。

Ｂ

現代社会が直面する種々の問題を主として地球科学・環境科学的ならびに社会工学的な視点から分析し，解決する能力を養成する。Ｃ

問題分析過程において問題点を明確に表現し伝えるコミュニケーション能力を養成する。Ｄ

豊かで健全な国際社会を構築するための国際交流に積極的に寄与できる能力を養成する。Ｅ

環境創生工学専攻　エコシステム工学コースの学習・教育目標

学習・教育目標開講単位数授業科目科目群

ＣＤＥ２知的財産論

総合科目

ＣＤＥ２ニュービジネス特論

ＣＤＥ２技術経営特論

ＣＤＥ６長期インターンシップ

ＣＤＥ２プレゼンテーション技法（Ｍ）

ＣＤＥ２企業行政演習（Ｍ）

ＣＤＥ２課題探求法（Ｍ）

ＡＢＣ２化学環境工学特論専攻内
共　通
科目群

ＡＢＣ２生物環境工学特論

ＡＢＣ２環境システム工学特論

ＡＢＣ２計算数理特論

専門科目

ＡＢＣ２数理解析特論

ＡＢＣ２応用解析学特論

ＡＢＣ２物性科学理論

ＡＣ２ナノ材料工学

ＡＣ２マイクロメカニクス工学

ＡＣ２エネルギー環境工学

ＡＣ２エネルギー変換システム論

ＢＣ２都市・地域計画論

ＢＣ２地域環境情報工学

ＢＣ２災害リスク論

ＢＣ２環境リスク論

ＢＣ２福祉工学

ＢＣ２人間支援機器工学

ＡＣ２資源化技術論

ＢＣ２ミティゲーション工学

ＢＣ４環境生態学特論

ＢＣ４都市及び交通システム計画

ＡＣ２アクチュエーター理論

ＡＣ２計測学

ＡＣ２電子回路特論

ＡＣ２光物性工学

ＡＣ２半導体ナノテクノロジー特論

ＡＢＣＤＥ必４エコシステム工学論文輪講

ＡＢＣＤＥ必６エコシステム工学特別演習

ＡＢＣ必４エコシステム工学特別実験

大学院授業科目の学習・教育目標との対応表

学習・教育目標開講単位数授業科目科目群

ＡＢＣ２人間工学

総合科目

ＡＢＣ２生命科学

ＡＢＣ２社会科学

ＡＢＣ２科学技術論

ＣＤＥ２ニュービジネス特論

ＣＤＥ２知的財産論

ＣＤＥ２プレゼンテーション技法（Ｄ）

ＣＤＥ２企業行政演習（Ｄ）

ＣＤＥ２課題探求法（Ｄ）

ＡＣ２原子・分子マニュピュレーション特論

専門科目

ＡＣ２資源エネルギー変換特論

ＢＣ２政策シミュレーション特論

ＢＣ２社会リスク工学特論

ＢＣ２人間適応工学特論

ＡＣ２資源循環システム学特論

ＢＣ２ミティゲーション工学特論

ＡＢＣＤＥ必２エコシステム工学特別演習特別演習・
実験科目 ＡＢＣＤＥ必２エコシステム工学特別研究

博士前期課程 博士後期課程
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豊かな人格と教養をもとに豊かで健全な社会発展のために安全性と信頼性をベースとして高い視野から物事を捉え判断できる専
門技術者の育成。

Ａ

地域社会，国際社会における専門技術分野に関する情報収集，解析能力を有し，問題点を探求し論理的な思考をもとに解決し，
情報発信できる能力を備えた専門技術者の育成。

Ｂ

基礎的な専門分野を発展させた特定専門分野あるいはそれらを融合発展させた新しい専門分野に関する高度な専門知識や技術と
応用力を有する専門技術者の育成。

Ｃ

研究活動を通じて，専門分野の問題点や研究課題をはっきりと認識理解し，創造性 •独創性豊かな研究開発を行う総合応用能力を
有する専門技術者の育成。

Ｄ

開発課題に対してチームワークを組み，自立して計画的に仕事を進め，共同プロジェクト研究を管理運営できる能力を有する専
門技術者の育成。

Ｅ

システム創生工学専攻　電気電子創生工学コースの学習・教育目標

学習・教育目標開講単位数授業科目科目群

Ｂ２知的財産論

総合科目

Ｂ２ニュービジネス特論

ＡＢ２技術経営特論

Ｂ６長期インターンシップ

Ｂ２プレゼンテーション技法（Ｍ）

Ｂ２企業行政演習（Ｍ）

ＤＥ２課題探求法（Ｍ）

ＢＣ２複雑系システム工学特論専攻内
共　通
科目群

ＡＣ２電磁環境特論

Ｂ２e-ビジネス特論

Ｃ２核磁気共鳴

専門科目

Ｃ２強相関物質科学

Ｃ２数理物理学特論

Ｃ２位相幾何学特論

Ｃ２プラズマ工学特論

Ｃ２電子デバイス特論

Ｃ２デバイスプロセス特論

Ｃ２電気・電子材料特論

Ｃ２半導体工学特論

Ｃ２光デバイス特論

Ｃ２光エレクトロニクス特論

Ｃ２高電圧工学特論

Ｃ２電力系統論

Ｃ２電力工学特論

Ｃ２制御応用工学特論

Ｃ２電気機器システム論

Ｃ２パワーエレクトロニクス特論

Ｃ２制御理論特論

Ｃ２システム解析特論

Ｃ２通信工学特論

Ｃ２生体工学特論

Ｃ２回路理論特論

Ｃ２電子回路特論

Ｃ２集積回路特論

Ｃ２知能情報処理工学

Ｃ２半導体ナノテクノロジー特論

ＢＣ必４電気電子創生工学輪講及び演習

ＣＤＥ必６電気電子創生工学特別実験

大学院授業科目の学習・教育目標との対応表

学習・教育目標開講単位数授業科目科目群

Ａ２人間工学

総合科目

Ａ２生命科学

Ａ２社会科学

Ａ２科学技術論

Ｂ２ニュービジネス特論

Ｂ２知的財産論

Ｂ２プレゼンテーション技法（Ｄ）

ＡＢ２企業行政演習（Ｄ）

Ｅ２課題探求法（Ｄ）

Ｃ２代数解析特論

専門科目

Ｃ２電波物性科学特論

Ｃ２強相関物性科学特論

Ｃ２プラズマ物性工学特論

Ｃ２光半導体デバイス特論

Ｃ２無機光機能材料論

Ｃ２非線形光学デバイス論

Ｃ２電力系統電磁環境特論

Ｃ２パワー変換工学特論

Ｃ２超伝導工学特論

Ｃ２電力エネルギー工学特論

Ｃ２メカトロニクス工学特論

Ｃ２情報通信システム設計特論

Ｃ２集積システム設計特論

Ｃ２電子情報システム設計特論

Ｃ２マルチメディア伝送工学特論

Ｃ２情報集積設計学

Ｃ２非線形回路工学特論

Ｃ２制御システム設計特論

Ｃ２非線形システム設計特論

Ｃ２医用生体工学特論

Ｃ２医用情報システム論

ＡＢＣＤＥ必２電気電子創生工学特別演習特別演習・
実験科目 ＡＢＣＤＥ必２電気電子創生工学特別研究

博士前期課程 博士後期課程
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工学における幅広い教養と専門的な知識およびスキルを備え，それらを実社会で応用する能力。Ａ

問題を発見，設定，分析，解決する能力。Ｂ

問題とその解決方法および解決結果を明確かつ論理的に表現する能力。Ｃ

未知の分野に対する興味を持ち，不足している知識があれば，自発的に修得する能力。Ｄ

コミュニケーションおよび役割分担を確立して，グループによる共同プロジェクトを管理運営する能力。Ｅ

システム創生工学専攻　知能情報システム工学コースの学習・教育目標

学習・教育目標開講単位数授業科目科目群

ＡＤ２知的財産論

総合科目

ＡＤＥ２ニュービジネス特論

ＡＤＥ２技術経営特論

ＡＤ６長期インターンシップ

ＡＤ２プレゼンテーション技法（Ｍ）

ＡＤ２企業行政演習（Ｍ）

ＡＤ２課題探求法（Ｍ）

Ｃ２複雑系システム工学特論専攻内
共　通
科目群

ＢＤＥ２電磁環境特論

ＡＤ２e-ビジネス特論

ＢＤ２数理物理学特論

専門科目

ＢＤ２数理解析特論

ＢＤ２数理解析方法論

ＢＤ２物性科学理論

Ｂ２言語モデル論

Ｂ２集積回路工学

Ｂ２自律知能システム

Ｂ２情報ネットワーク

Ｂ２画像応用工学

Ｂ２Webプログラミング

Ｂ２自然言語理解

Ｂ２知的ＣＡＩ

Ｂ２機械翻訳特論

Ｃ２知能情報システム工学特論

Ｄ必６知能情報システム工学輪講及び演習

Ｅ必 10知能情報システム工学特別実験

大学院授業科目の学習・教育目標との対応表

学習・教育目標開講単位数授業科目科目群

ＡＤＥ２人間工学

総合科目

Ｃ２生命科学

ＢＣ２社会科学

ＢＤＥ２科学技術論

ＡＤ２ニュービジネス特論

Ａ２知的財産論

ＡＣＥ２プレゼンテーション技法（Ｄ）

ＡＢＣ２企業行政演習（Ｄ）

ＡＢＣＤ２課題探求法（Ｄ）

ＡＢ２自律適応システム工学

専門科目

ＡＢ２視覚パターン処理工学

ＡＢ２マルチメディア伝送工学特論

ＡＢ２情報集積設計学

ＡＢ２並列・分散処理システム設計特論

ＡＢ２応用知識システム設計特論

ＡＢ２知能情報システム設計特論

ＡＢ２情報メディアシステム構成特論

ＡＢＣＤＥ必２知能情報システム工学特別演習特別演習・
実験科目 ＡＢＣＤＥ必２知能情報システム工学特別研究

博士前期課程 博士後期課程
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専門的能力：工学における幅広い教養と専門的な知識およびスキルを備え，それらを実社会で応用する能力。Ａ

総合的能力：問題を発見 設定 分析 解決する能力。Ｂ

コミュニケーション能力：問題とその解決方法および解決結果を明確かつ論理的に表現する能力。Ｃ

自己学習能力：未知の分野に対する興味を持ち 不足している知識があれば自発的に習得する能力。Ｄ

グループワーク能力：コミュニケーションおよび役割分担を確立し またグループによる共同プロジェクトを管理運営する能力。Ｅ

システム創生工学専攻　光システム工学コースの学習・教育目標

学習・教育目標開講単位数授業科目科目群

Ａ２知的財産論

総合科目

ＡＢＥ２ニュービジネス特論

ＡＢＤ２技術経営特論

Ａ６長期インターンシップ

Ｃ２プレゼンテーション技法（Ｍ）

Ａ２企業行政演習（Ｍ）

ＡＢＤ２課題探求法（Ｍ）

ＡＢ２複雑系システム工学特論専攻内
共　通
科目群

ＡＢ２電磁環境特論

ＡＢ２e−ビジネス特論

Ａ２超伝導物質科学

専門科目

Ａ２数理物理学特論

Ａ２数理解析方法論

Ａ２計算数理特論

ＡＢ２光物性工学

ＡＢ２光デバイス

Ａ２材料統計熱力学特論

Ａ２結晶成長学特論

Ａ２高分子設計論

Ａ２物質化学特論

Ａ２ディスプレイ論

Ａ２光計算技術

Ａ２バーチャルリアリティ技術

Ａ２イメージング技術

Ｂ1光機能材料・光デバイス論１

Ａ1光機能材料・光デバイス論２

Ａ1光機能材料・光デバイス論３

Ａ1光情報システム工学論１

Ａ1光情報システム工学論２

Ａ1光システム工学論

Ｃ1プレゼンテーション演習

ＢＣＥ1知的生産技術演習

ＡＣ２半導体ナノテクノロジー特論

ＡＢＣＤ必２光システム工学輪講１

ＡＢＣＤ必４光システム工学輪講２

ＡＢＣＤＥ必６光システム工学特別実験

大学院授業科目の学習・教育目標との対応表

学習・教育目標開講単位数授業科目科目群

ＡＢ２人間工学

総合科目

ＡＢ２生命科学

ＡＢ２社会科学

ＡＢ２科学技術論

ＡＢＥ２ニュービジネス特論

ＡＢＤ２知的財産論

Ｃ２プレゼンテーション技法（Ｄ）

ＣＥ２企業行政演習（Ｄ）

ＡＢＤ２課題探求法（Ｄ）

Ａ２電波物性科学特論

専門科目

Ａ２強相関物性科学特論

ＡＢ２非線形光学デバイス論

ＡＢ２光学結晶成長学

Ａ２有機光機能材料論

Ａ２光情報システム論

Ａ２医用情報システム論

Ａ２光半導体デバイス特論

Ａ２無機光機能材料論

Ａ２医用生体工学特論

Ａ２視覚パターン処理工学

Ａ２応用知識システム設計特論

ＡＢＣＤ必２光システム工学特別演習特別演習・
実験科目 Ａ必２光システム工学特別研究

博士前期課程 博士後期課程

　　　　　開講単位数の「必」は，必修科目を表す。
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⑶　履 修 方 法 等

先端技術科学教育部の単位の履修方法など

　⑴　博士前期課程

　博士前期課程の履修方法は次のとおりとする。

　　イ　学生は，所属する専攻・コースの授業科目を履修するものとする。

　　ロ　選択科目のうち専攻内共通科目から，２単位以上履修しなければならない。

　　ハ　選択科目に，専攻及びコースで開設する授業科目のうち所属するコース以外の授業科目を２単位ま

で含めることができる。

　　ニ　選択科目に，総合科目及び規則第５条第５項の規定により認定を受けた授業科目の単位は，生命テ

クノサイエンスコースにおいては４単位まで，エコシステム工学コースを除く他のコースにおいては

１０単位まで含むことができる。ただし，長期インターンシップ（６単位）を受講した学生（知能情

報システム工学コースの学生を除く。）は，１４単位まで選択科目に含むことができる。

　　ホ　外国連携大学院と合同で教育を行う教育プログラムの履修を許可された学生の選択科目の履修方法

は，上記ロからニの規定にかかわらず，細則別表⑴のうち主コースから４単位，他コースからそれぞ

れ２単位の合計８単位を履修するものとする。

　⑵　博士後期課程

　博士後期課程の履修方法は次のとおりとする。

　　イ　学生は，所属するコースの授業科目を履修するものとする。

　　ロ　特別演習は，所属するコースの指導教員の指導のもとで履修するものとする。

　　ハ　特別研究は，原則として所属する専攻の他のコースの教員の指導のもとで修得するものとする。た

だし，他の専攻・コースの教員の同意を得て，当該教員の指導のもとで行うことができる。

　　ニ　選択科目のうち総合科目から，２単位以上履修しなければならない。

単　　　位　　　数
コ　ー　ス　名専　　攻　　名

計選択科目必修科目

３２単位以上２０単位以上１２単位建設創造システム工学コース
知的力学システム工学専攻

３２単位以上２０単位以上１２単位機械創造システム工学コース

３２単位以上２０単位以上１２単位化学機能創生コース

環境創生工学専攻 ３２単位以上１８単位以上１４単位生命テクノサイエンスコース

３２単位以上１８単位以上１４単位エコシステム工学コース

３２単位以上２２単位以上１０単位電気電子創生工学コース

システム創生工学専攻 ３２単位以上１６単位以上１６単位知能情報システム工学コース

３２単位以上２０単位以上１２単位光システム工学コース

単　　　位　　　数
コ　ー　ス　名専　　攻　　名

計選択科目必修科目

１４単位以上１０単位以上４単位建設創造システム工学コース
知的力学システム工学専攻

１４単位以上１０単位以上４単位機械創造システム工学コース

１４単位以上１０単位以上４単位化学機能創生コース

環境創生工学専攻 １４単位以上１０単位以上４単位生命テクノサイエンスコース

１４単位以上１０単位以上４単位エコシステム工学コース

１４単位以上１０単位以上４単位電気電子創生工学コース

システム創生工学専攻 １４単位以上１０単位以上４単位知能情報システム工学コース

１４単位以上１０単位以上４単位光システム工学コース
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　　ホ　外国連携大学院と合同で教育を行う教育プログラムの履修を許可された学生の選択科目は上記イの

規定にかかわらず，他専攻・コースの科目を履修することができる。ただし細則別表⑵の各コースか

らそれぞれ２単位の合計６単位を履修する必要がある。

別表⑴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別表⑵

ナノテクノロジー応用工学コース

博士前期課程

単位数
授　業　科　目

選択必修

２破壊・構造力学特論

２精密機械工学

２計測学

２材料工学

２材料物性特論

２デバイスプロセス特論

２光物性工学

２材料科学特論

２分離工学特論

２プレゼンテーション技法（Ｍ）

２企業行政演習（Ｍ）

２課題探求法（Ｍ）

博士後期課程

単位数
授　業　科　目

選択必修

２表面機能制御特論

２マイクロ・ナノ工学

２材料応用特論

２結晶物性制御特論

２無機光機能材料論

２光半導体デバイス特論

２非線形光学デバイス論

２表面機能学

２機能性材料論

２移動プロセス工学

バイオ情報応用工学コース

博士前期課程

単位数
授　業　科　目

選択必修

２都市及び交通システム計画

２分子生物学特論

２生体工学特論

２電子回路特論

２回路理論特論

２機械翻訳特論

２画像応用工学

２プレゼンテーション技法（Ｍ）

２企業行政演習（Ｍ）

２課題探求法（Ｍ）

博士後期課程

単位数
授　業　科　目

選択必修

２都市システム設計特論

２医用生体工学特論

２電子情報システム設計特論

２非線形回路工学特論

２非線形システム設計特論

２応用知識システム設計特論

２視覚パターン処理工学

２遺伝情報工学

地圏環境制御工学コース

博士前期課程

単位数
授　業　科　目

選択必修

２基礎工学特論

２鉄筋コンクリート工学特論

２振動工学特論

２環境リスク論

２分析・環境化学特論

２電力系統論

２電力工学特論

２プレゼンテ−ション技法（Ｍ）

２企業行政演習（Ｍ）

２課題探求法（Ｍ）

博士後期課程

単位数
授　業　科　目

選択必修

２地盤環境制御工学

２風工学

２流体制御材料特論

２社会基盤材料特論

２電力系統電磁環境特論

２機能性材料論
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１．Ｔ型，π型教育に向けた教育方針

　⑴　総合科目（博士前期課程・博士後期課程），専攻内共通科目を設定する。

　　　３つの専攻に共通の科目群として，多様な分野を横断する，あるいは社会の要請に対応した科目を総

合科目（博士前期課程，博士後期課程）として開講する。博士前期課程においては広角的な教育を実施

し，視野の広い人材育成のために各専攻内に専攻内共通科目を設定する。

　⑵　専攻及びコースをまたぐ履修を推進する。

　　　コース専門科目群の縛りの緩和や，コース横断的な時間割表を作成するなどの工夫により，学生が多

様な分野の科目を履修し易い環境を作る。さらに博士前期課程においては，３専攻での全開講科目から

自由に選択履修した科目について，２単位までこの区分の単位として認定する。これらにより，狭い専

門性でなく，学際領域や新しい分野へ対応できる教育を行う。

　⑶　特別研究（博士後期課程）を設定する。

　　　博士後期課程において，他コースの教員の指導のもとで修得すべき科目として特別研究（２単位必修）

をおく。これにより，自身の専門領域だけでなく，他の領域からの視点や方法論などを学ぶことができる。

　⑷　博士前期課程に大学院間互換科目を設定する。

　　　高い人間力があり，社会的な問題への的確な対応ができる人材を育成するためと工学の高度な基礎教

育を充実させるため，人間・自然環境研究科と互換科目を設定する。

２．科目区分

　■総合科目（博士前期課程）：

　　　３つの専攻に共通する科目群で，総合的，分野横断的な教育（Ｔ型教育）を目指すものとして位置づ

け，選択科目とする。

　　＜開講科目＞

　　　　知的財産論，ニュービジネス特論，技術経営特論，長期インターンシップ，プレゼンテーション技

法（Ｍ），企業行政演習（Ｍ），課題探求法（Ｍ）

　■総合科目（博士後期課程）：

　　　博士後期課程は学問の高度化と総合化が必要で，それらを達成するための科目群と位置付け，必ず 1

科目の学習を義務付ける。

　　＜開講科目＞

　　　　人間工学，生命科学，社会科学，科学技術論，ニュービジネス特論，知的財産論，プレゼンテーショ

ン技法（Ｄ），企業行政演習（Ｄ），課題探求法（Ｄ）

　■専攻内共通科目：

　　　各専攻における共通的な科目群を設定し，専門性との関係を意識しながら，専攻を横断する広い視野

を養うものとして位置づける。

　●知的力学システム専攻，システム創生工学専攻

　　　「システム工学」をキーワードとして，各専攻ごとにコースにまたがる基盤的な科目を配置する。

　●環境創生工学専攻

　　　「環境」をキーワードとして，コースにまたがる基盤的な科目を配置する。

　■専門科目（博士前期・後期課程）：

　　　講義・・・専門性を追求する講義主体の選択科目である。
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　　　実験・実習・演習・・・専門能力を実験等から高め，さらに専門的視野を広げる科目群である。

　　　博士前期課程

　　　　輪講・演習・特別実験（必修）：修士論文に関連した実験・実習・演習

　　　博士後期課程

　　　　特別演習（必修）：博士論文に関連した実験・実習・演習

　　　　特別研究（必修）：他コースの教員の指導のもとに履修する科目

　　　　　　　　　　　　　⇒π型教育を意図する科目

　■プログラム科目等（博士前期・後期課程）：

　　　実践的科目群で，以下のものからなる。

　　総合科目（博士前期・後期課程）：

　　　プレゼンテーション技法（国内会議（博士前期課程）・国際会議（博士後期課程）での発表）

　　　課題探求法（ベンチャー企業の立ち上げ，企業との共同研究，企業での研究活動）

　　　企業行政演習（インターンシップ）

　■自然環境研究科との大学院間互換科目（博士前期課程）：

　　　生物環境資源化学，分子細胞環境論，国際環境基礎論，数理科学基礎論Ⅰ，数理科学基礎論Ⅱ，情報

システム特論

◎留学生向け日本語授業について

以下のとおり日本語授業を開講します。

受講資格　　　　徳島大学留学生

場　　所　　　　工学部共通講義棟３Ｆ　留学生談話室（OASIS）

開始日，内容等　工学部留学生情報室ホームページ（http://instw1.elh.tokushima-u.ac.jp/）または留

学生談話室（OASIS）入口にて掲載します。

　※　日本語授業については，単位が出ませんのでご注意ください。
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○徳島大学大学院学則

昭和５０年６月２０日

規則第４９５号制定

　　第１章　目的

（目的）

第１条　徳島大学大学院（以下「大学院」という。）は，徳島大学（以下「本学」という。）の目的使命に則

り，学術の理論及び応用を教授研究し，その深奥を究め，もって文化の進展に寄与する有為な人材を養成

することを目的とする。

２　大学院は，研究科及び教育部又は専攻ごとに，人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的につ

いて，研究科規則及び各教育部規則で定め，公表するものとする。

　　第２章　組織

（課程）

第２条　大学院の課程は，修士課程及び博士課程とする。

２　博士課程は，専攻分野について，研究者として自立して研究活動を行い，又はその他の高度に専門的な

業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。

３　修士課程及び第４条の２第２項に規定する前期２年の博士課程は，広い視野に立って精深な学識を授け，

専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。

（研究科）

第３条　大学院に次項の表の左欄に掲げる研究科及び教育部を置き，それぞれの研究科及び教育部に同表の

中欄に掲げる専攻を置く。

２　研究科及び教育部ごとの課程の別は，次の表の右欄に掲げるとおりとする。

３　研究科及び教育部に置く講座については，別に定める。

　　第３章　標準修業年限，在学期間及び収容定員等

（標準修業年限）

第４条　修士課程の標準修業年限は，２年とする。ただし，教育研究上の必要があると認められる場合には，

研究科，教育部，専攻又は学生の履修上の区分に応じ，その標準修業年限は，２年を超えるものとするこ

とができる。

２　前項の規定にかかわらず，修士課程においては，主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場

課　　程　　の　　別専　　　攻　　　名研究科名・教育部名

修士課程

人間環境専攻

人間・自然環境研究科 自然環境専攻

臨床心理学専攻

医科学専攻

医科学教育部

博士課程

医学専攻

プロテオミクス医科学専攻

口腔科学専攻口腔科学教育部

博士（前期・後期）課程

創薬科学専攻
薬科学教育部

医療生命薬学専攻

人間栄養科学専攻栄養生命科学教育部

修士課程保健学専攻保健科学教育部

博士（前期・後期）課程

知的力学システム専攻

先端技術科学教育部 環境創生工学専攻

システム創生工学専攻
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合であって，教育研究上の必要があり，かつ，昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業

又は研究指導を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないときは，研究科，教育部，専攻又は学生

の履修上の区分に応じ，標準修業年限を１年以上２年未満の期間とすることができる。

第４条の２　博士課程（医科学教育部及び口腔科学教育部を除く。）の標準修業年限は，５年とする。

２　前項の博士課程は，これを前期２年の課程（以下「博士前期課程」という。）及び後期３年の課程（以下

「博士後期課程」という。）に区分し，前期２年の課程は，これを修士課程として取り扱うものとする。

第４条の３　医科学教育部及び口腔科学教育部の博士課程の標準修業年限は，４年とする。

（在学期間）

第５条　在学期間は，標準修業年限の２倍を超えることができない。

（収容定員等）

第６条　研究科及び各教育部の入学定員及び収容定員は，次の表のとおりとする。

　　第４章　教育課程

　（教育課程の編成方針）

第６条の２　大学院は，その教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設するとともに学位論文の

作成等に対する指導（以下「研究指導」という。）の計画を策定し，体系的に教育課程を編成するものとする。

２　教育課程の編成に当たっては，大学院は，専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させると

ともに，当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮するものとする。

（教育方法）

第７条　大学院の教育は，授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。

（教育方法の特例）

第７条の２　研究科及び各教育部において，教育上特別の必要があると認められる場合には，夜間その他特

定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。

２　研究科及び各教育部に，外国人留学生のための英語による特別コースを置くことができる。

合計収容
定　　員

博士課程又は博士後期課程修士課程又は博士前期課程
専攻名研究科名・教育部名

収容定員入学定員収容定員入学定員

２０２０１０人間環境専攻

人間・自然環境研究科
３０３０１５自然環境専攻

１８１８９臨床心理学専攻

６８６８３４計

４０４０２０医科学専攻

医科学教育部
１８４１８４４６医学専攻

７２７２１８プロテオミクス医科学専攻

２９６２５６６４４０２０計

１０４１０４２６口腔科学専攻口腔科学教育部

９８３６１２６２３１創薬科学専攻

薬科学教育部 ９４３０１０６４３２医療生命薬学専攻

１９２６６２２１２６６３計

８０３６１２４４２２人間栄養科学専攻栄養生命科学教育部

２８２８１４保健学専攻保健科学教育部

２２１３３１１１８８９４知的力学システム専攻

先端技術科学教育部
２２６５４１８１７２８６環境創生工学専攻

３６８７２２４２９６１４８システム創生工学専攻

８１５１５９５３６５６３２８計

１,５８３６２１１７７９６２４８１合　　　　　　　　計
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（履修方法等）

第８条　研究科及び各教育部における授業科目の内容及び単位数並びに研究指導の内容並びにこれらの履修

方法は，研究科規則及び各教育部規則の定めるところによる。

（１の授業科目について２以上の方法の併用により行う場合の単位の計算基準）

第８条の２　研究科及び各教育部が，１の授業科目について，講義，演習，実験，実習及び実技のうち２以

上の方法の併用により行う場合の単位数を計算するに当たっては，その組み合わせに応じ，徳島大学学則

第３０条第２項各号に規定する基準を考慮して，研究科及び各教育部が定める時間の授業をもって１単位

とする。

（成績評価基準等の明示等）

第８条の３　研究科及び各教育部は，学生に対して，授業及び研究指導の方法及び内容並びに１年間の授業

及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。

２　研究科及び各教育部は，学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては，客観性及

び厳格性を確保するため，学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに，当該基準にしたがって

適切に行うものとする。

（教育内容等の改善のための組織的な研修等）

第８条の４　大学院は，授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施

するものとする。

（他の大学院における授業科目の履修等）

第９条　大学院が教育上有益と認めるときは，他の大学院との協議に基づき，学生は，学長の許可を得て，

当該大学院の授業科目を履修することができる。

２　前項の規定により履修した授業科目について修得した単位は，次条第２項の規定により修得したものと

みなす単位数を除き，１０単位を超えない範囲で，大学院における授業科目の履修により修得したものとみ

なすことができる。

３　大学院が教育上有益と認めるときは，他の大学院等との協議に基づき，学生は，学長の許可を得て，当

該他の大学院等において必要な研究指導を受けることができる。

４　他の大学院の授業科目を履修することのできる期間及び他の大学院等で研究指導を受けることのできる

期間は，次のとおりとする。

　⑴　履修の期間及び研究指導の期間を含め，１年以内とする。ただし，博士後期課程（医科学教育部及び

口腔科学教育部の博士課程を含む。）の学生で特別な理由がある場合は，当該他の大学院等との協議に基

づき，更に１年を限り延長することができる。

　⑵　博士後期課程（医科学教育部及び口腔科学教育部の博士課程を含む。）の学生の履修の期間及び研究指

導の期間は，それぞれを通算して２年を超えることができない。

５　他の大学院で授業科目を履修した期間及び他の大学院等で研究指導を受けた期間は，大学院の在学期間

に算入する。

６　学生は，他の大学院で授業科目を履修し，又は他の大学院等で研究指導を受けている間においても，本

学に正規の授業料を納付しなければならない。

７　本条に定めるもののほか，他の大学院での授業科目の履修に関する事項及び他の大学院等での研究指導

に関する事項については，研究科規則及び各教育部規則で定める。

（入学前の既修得単位の認定）

第９条の２　大学院が教育上有益と認めるときは，学生が大学院に入学する前に大学院又は他の大学院にお

いて履修した授業科目について修得した単位（科目等履修生として修得した単位を含む。）を，大学院に入

学した後の大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
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２　前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は，大学院において修得した単位以外のも

のについては，１０単位を超えないものとする。

３　本条に定めるもののほか，入学前の既修得単位の認定については，研究科規則及び各教育部規則におい

て定める。

（長期にわたる教育課程の履修）

第９条の３　学生が職業を有している等の事情により，第４条，第４条の２及び第４条の３に規定する標準

修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し

出たときは，当該研究科又は当該教育部の研究科委員会又は教育部教授会の議を経て，学長は，その計画

的な履修を許可することができる。

２　前項に規定するもののほか，長期にわたる教育課程の履修に関し必要な事項は，研究科長及び各教育部

長が別に定める。

（単位の認定）

第１０条　授業科目を履修した者には，試験又は研究報告に基づき，所定の単位を与える。

２　各授業科目の単位の認定は，学期末又は学年末に行うものとする。

　　第５章　課程の修了要件，学位の授与及び教員の免許状

（修士課程又は博士前期課程の修了要件）

第１１条　修士課程又は博士前期課程の修了要件は，大学院に２年（２年以外の標準修業年限を定める研究

科，教育部，専攻又は学生の履修上の区分にあっては，当該標準修業年限）以上在学し，３０単位以上を修

得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，当該修士課程又は博士前期課程の目的に応じ，修士論文又は特

定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，

当該研究科又は当該教育部が優れた業績を上げたと認める者については，大学院に１年以上在学すれば足

りるものとする。

（博士課程の修了要件）

第１２条　博士課程（医科学教育部及び口腔科学教育部を除く。以下第３項までにおいて同じ。）の修了要件

は，大学院に５年（修士課程又は博士前期課程に２年以上在学し，当該課程を修了した者にあっては，当

該課程における２年の在学期間を含む。）以上在学し，３０単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受

けた上，博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，当該研究科

又は当該教育部が優れた研究業績を上げたと認める者については，大学院に３年（修士課程又は博士前期

課程に２年以上在学し，当該課程を修了した者にあっては，当該課程における２年の在学期間を含む。）以

上在学すれば足りるものとする。

２　第４条第２項の規定により標準修業年限を１年以上２年未満とした修士課程を修了した者及び前条第１

項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程又は博士前期課程を修了した者の博士課程の修了要件

は，大学院に修士課程又は博士前期課程における在学期間に３年を加えた期間以上在学し，３０単位以上を

修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし，

在学期間に関しては，当該研究科又は当該教育部が優れた研究業績を上げたと認める者については，大学

院に３年（修士課程又は博士前期課程における在学期間を含む。）以上在学すれば足りるものとする。

３　前２項の規定にかかわらず，学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第７０条の２の規定に

より，大学院への入学資格に関し修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者が，博士

後期課程に入学した場合の博士課程の修了要件は，大学院に３年以上在学し，必要な研究指導を受けた上，

博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，当該研究科が優れた

研究業績を上げたと認める者については，大学院に１年以上在学すれば足りるものとする。

４　医科学教育部及び口腔科学教育部の博士課程の修了要件は，大学院に４年以上在学し，３０単位以上を修
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得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし，

在学期間に関しては，当該研究科又は当該教育部が優れた研究業績を上げたと認める者については，大学

院に３年以上在学すれば足りるものとする。

（論文の審査）

第１３条　修士論文及び博士論文の審査については，別に定める。

（最終試験）

第１４条　最終試験は，所定の単位を修得し，かつ，修士論文又は博士論文の審査に合格した者について行う。

２　前項に定めるもののほか，最終試験に関し必要な事項は，別に定める。

（課程修了による学位の授与）

第１５条　修士課程又は博士前期課程を修了した者には，修士の学位を授与する。

２　博士課程を修了した者には，博士の学位を授与する。

３　学位の授与に関し必要な事項は，別に定める。

（論文提出による学位の授与）

第１６条　前条第２項に定めるもののほか，別に定めるところにより，博士論文を提出した者について博士の

学位を授与することができる。

（教員の免許状）

第１６条の２　大学院の学生に教員の免許状授与の所要資格を取得させることのできる教員の免

　許状の種類は，次の表に掲げるとおりとする。

　　第６章　入学，退学，転学，転専攻，留学及び休学

（入学の時期）

第１７条　入学の時期は，毎学年の初めとする。ただし，研究科及び教育部において必要があると認めるとき

は，後期の初めにおいても，学生を入学させることができる。

（入学資格）

第１８条　修士課程又は博士前期課程に入学することのできる者は，次の各号の一に該当する者とする。

　⑴　学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第５２条に定める大学を卒業した者

　⑵　学校教育法第６８条の２第４項の規定により学士の学位を授与された者

　⑶　外国において学校教育における１６年の課程を修了した者

　⑷　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教

育における１６年の課程を修了した者

　⑸　我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１６年の課程を修了

したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施

設であって，文部科学大臣が指定するものの当該課程を修了した者

　⑹　学校教育法施行規則第７０条第１項第６号の規定に基づき，文部科学大臣が指定した者

免許教科教員の免許状の種類専攻名研究科名・教育部名

国語，社会，英語，保健体育中学校教諭専修免許状

人間環境専攻

人間・自然環境研究科

国語，地理歴史，公民，英語，保健体育高等学校教諭専修免許状

養護教諭専修免許状

数学，理科中学校教諭専修免許状
自然環境専攻

数学，情報，理科高等学校教諭専修免許状

工業高等学校教諭専修免許状
知的力学システム専攻
環境創生工学専攻
システム創生工学専攻

先端技術科学教育部
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　⑺　専修学校の専門課程（就業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすも

のに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

　⑻　大学に３年以上在学し，又は外国において学校教育における１５年の課程を修了し，大学院において，

所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

　⑼　大学院において，個別の入学資格審査により，第１号に規定する者と同等以上の学力があると認めた

者で，２２歳に達したもの

２　博士後期課程に入学することのできる者は，次の各号の一に該当する者とする。

　⑴　修士の学位又は専門職学位（学位規則（昭和２８年文部省令第９号）第５条の２に規定する専門職学

位をいう。以下この項において同じ。）を有する者

　⑵　外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

　⑶　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し，修士の学位又は専門職学位に

相当する学位を授与された者

　⑷　我が国において，外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付け

られた教育施設であって，文部科学大臣が指定するものの当該課程を修了し，修士の学位又は専門職学

位に相当する学位を授与された者

　⑸　学校教育法施行規則第７０条の２第４号の規定に基づき，文部科学大臣が指定した者

　⑹　大学院において，個別の入学資格審査により，第１号に規定する者と同等以上の学力があると認めた

者で，２４歳に達したもの

３　医科学教育部又は口腔科学教育部の博士課程に入学することのできる者は，次の各号の一に該当する者

とする。

　⑴　学校教育法第５２条に定める大学の医学，歯学又は修業年限６年の獣医学を履修する課程を卒業した

者

　⑵　学校教育法第６８条の２第４項の規定により学士の学位を授与された者（医学，歯学又は獣医学を履

修した者に限る。）

　⑶　外国において学校教育における１８年の課程（最終の課程は医学，歯学又は獣医学）を修了した者

　⑷　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教

育における１８年の課程（最終の課程は医学，歯学又は獣医学）を修了した者

　⑸　我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１８年の課程（最終

の課程は医学，歯学又は獣医学）を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校

教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が指定するものの当該課程を修了し

た者

　⑹　学校教育法施行規則第７０条第１項第６号の規定に基づき，文部科学大臣が指定した者

　⑺　大学（医学，歯学又は獣医学を履修する課程に限る。）に４年以上在学し，又は外国において学校教育

における１６年の課程（医学，歯学又は獣医学を履修する課程を含むものに限る。）を修了し，大学院に

おいて，所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

　⑻　大学院において，個別の入学資格審査により，第１号に規定する者と同等以上の学力があると認めた

者で，２４歳に達したもの

（入学の出願）

第１９条　大学院に入学を志願する者は，入学願書に検定料及び別に定める書類を添えて願い出なければな

らない。

（入学者選考）

第２０条　入学志願者については，選抜試験を行い，研究科委員会又は教育部教授会の議を経て学長が合格者
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を決定する。

（入学手続）

第２１条　合格者は，所定の期日に入学料を納付し，別に定める手続をしなければならない。ただし，特別

の事情があって入学料の免除又は徴収猶予を申請した者については，学長は，別に定めるところにより，

入学料を免除し，又は徴収猶予することができる。

（入学許可）

第２２条　学長は，前条に定める手続を経た者に対し，入学を許可する。

（休学）

第２３条　疾病その他の理由により，２月以上就学できないときは，学生は，学長の許可を得て，休学するこ

とができる。

２　疾病のため就学が不適当と認められた者には，学長は，休学を命ずることができる。

３　休学は，引き続き１年を超えることができない。ただし，特別の理由がある者には，更に引き続き１年

以内の休学を許可することがある。

４　休学期間は，通じて修士課程及び博士前期課程にあっては２年，博士後期課程にあっては３年，医科学

教育部及び口腔科学教育部にあっては４年を超えることができない。

５　休学期間中にその理由が消滅したときは，学生は，学長の許可を得て復学することができる。

６　休学期間は，第５条の在学期間に算入しない。

（退学）

第２４条　疾病その他の理由により退学しようとする者は，退学願を学長に提出し，その許可を受けなければ

ならない。

（再入学）

第２５条　大学院を退学した者が再入学を願い出たときは，学長は，これを許可することがある。

２　第２０条及び第２１条の規定は，前項の入学を許可する場合に準用する。

（転学）

第２６条　学生が，他の大学院に転学しようとするときは，転学願を学長に提出し，その許可を受けなけれ

ばならない。

２　他の大学院から大学院の同種の研究科又は教育部に転学を志願する者があるときは，欠員のある場合に

限り，学長は，これを許可することがある。

３　第２０条及び第２１条の規定は，前項の入学を許可する場合に準用する。

（転専攻）

第２６条の２　学生が，所属の研究科内又は教育部内の専攻と異なる当該研究科又は当該教育部の専攻に転

専攻を願い出たときは，学長は，当該研究科委員会又は教育部教授会の議を経て許可することがある。

２　本条に定めるもののほか，転専攻に関する事項については，研究科規則及び各教育部規則で定める。

（留学）

第２７条　大学院が教育上有益と認めるときは，外国の大学院（これに相当する教育研究機関を含む。以下

同じ。）との協議に基づき，学生は，学長の許可を得て，当該大学院に留学することができる。

２　第９条第２項から第６項までの規定は，前項の留学の場合に準用する。

３　本条に定めるもののほか，留学に関する事項については，研究科規則及び各教育部規則で定める。

　　第７章　検定料，入学料及び授業料

（検定料，入学料及び授業料）

第２８条　検定料，入学料及び授業料の額は，別に定めるところによる。
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（授業料の納付）

第２９条　授業料は，年額の２分の１ずつを次の２期に分けて納付しなければならない。

　第１期　４月から９月までの分　４月

　第２期　１０月から翌年３月までの分　１０月

２　前項の規定にかかわらず，学生の申出があったときは，第１期に係る授業料を徴収するときに，当該年

度の第２期に係る授業料を併せて徴収するものとする。

３　入学年度の第１期又は第１期及び第２期に係る授業料については，第１項の規定にかかわらず，入学を

許可される者の申出があったときは，入学を許可するときに徴収するものとする。

（既納の検定料等）

第３０条　既納の検定料，入学料及び授業料は，返還しない。

２　前条第２項及び第３項の規定に基づき授業料を納付した者が，第２期に係る授業料の徴収時期前に休学

又は退学した場合には，第１項の規定にかかわらず，第２期に係る授業料相当額を返還するものとする。

３　前条第３項の規定に基づき授業料を納付した者が，入学年度の前年度の３月３１日までに入学を辞退し

た場合には，第１項の規定にかかわらず，納付した者の申出により当該授業料相当額を返還するものとす

る。

（授業料の免除）

第３０条の２　経済的理由によって納付が困難であり，かつ，学業優秀と認められる者に対しては，学長は，

授業料を免除することができる。

２　休学を許可した場合は，月割計算により休学した月の翌月から復学した月の前月までの月数分の授業料

の全額を免除することができる。

３　前２項に規定するもののほか，死亡等やむを得ない事情があると認められる者に対しては，学長は，授

業料を免除することができる。

（授業料の徴収猶予）

第３０条の３　経済的理由等やむを得ない事情があると認められる者に対しては，学長は，授業料の徴収を猶

予し，又は月割分納を許可することができる。

（細則）

第３０条の４　前２条の規定によるもののほか，授業料の免除及び徴収の猶予に関し必要な事項は，別に定

める。

　　第８章　教員組織

（教員組織）

第３１条　大学院に研究部を置く。

２　研究部については，別に定める。

３　大学院の授業及び研究指導を担当する教員は，研究部，研究科及び学部その他の組織に所属する本学の

教授，准教授，講師及び助教とする。

　　第９章　運営組織

（研究部教授会，研究科委員会及び教育部教授会等）

第３２条　大学院の管理運営のため，各研究部に研究部教授会を，研究科に研究科委員会を，各教育部に教

育部教授会を置く。

２　研究部教授会，研究科委員会及び教育部教授会については，別に定める。

（研究部長，研究科長及び教育部長）

第３２条の２　各研究部に研究部長を，研究科に研究科長を，各教育部に教育部長を置く。

２　研究部長は，研究部の教授のうちから選任する。

３　研究科長は，当該研究科の基礎となる学部の長をもって充てる。
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４　教育部長は，当該教育部の教授会構成員である教授のうちから選任する。

　　第１０章　特別聴講学生，特別研究学生，科目等履修生及び外国人留学生

（特別聴講学生及び特別研究学生）

第３３条　他の大学院又は外国の大学院に在学中の学生で，大学院の授業科目の履修を希望する者があると

きは，当該大学院との協議に基づき，選考の上，特別聴講学生として入学を許可することがある。

２　他の大学院又は外国の大学院に在学中の学生で，大学院において研究指導を受けることを希望する者が

あるときは，当該大学院との協議に基づき，選考の上，特別研究学生として入学を許可することがある。

３　特別聴講学生又は特別研究学生として入学を志願する者又は入学者選考に合格した者の検定料又は入学

料は，徴収しない。

４　特別聴講学生及び特別研究学生の授業料の額及びその納付方法は，特別聴講学生にあっては徳島大学学

則第３４条の２の規定，特別研究学生にあっては徳島大学学則第４８条の２の規定中研究生に関する規定を

準用する。ただし，これらの者が，授業料を相互に徴収しないことを定めた大学間相互単位互換協定又は

大学間特別研究学生交流協定に基づき受け入れる他の大学院の学生である場合は，納付を要しない。

５　既納の授業料は，返還しない。

６　本条に定めるもののほか，特別聴講学生及び特別研究学生に関する事項は，研究科規則及び各教育部規

則で定める。

（科目等履修生）

第３４条　大学院の学生以外の者で，一又は複数の授業科目の履修を希望する者があるときは，当該研究科に

おいて選考の上，科目等履修生として入学を許可することがある。

２　科目等履修生には，単位を与えることができる。

３　科目等履修生に対する単位の認定については，第１０条の規定を準用する。

（科目等履修生の検定料，入学料及び授業料）

第３４条の２　科目等履修生の検定料，入学料及び授業料の額は，国立学校における授業料その他の費用に関

する省令に係る通達に定める額と同額とする。

２　科目等履修生として入学を志願する者は，入学願書を提出するときに検定料を納付しなければならない。

３　科目等履修生の入学者選考に合格した者は，入学が許可されるときに入学料を納付しなければならない。

４　科目等履修生は，履修しようとする授業科目の単位に相当する授業料の額を毎学期の当初の月（学期の

中途に入学した者は入学した月）に納付しなければならない。この場合において，前期，後期を通じて授

業の行われる授業科目に係る授業料については，当該授業科目の単位に相当する授業料の半額をそれぞれ

の学期の当初の月に納付しなければならない。

５　既納の検定料，入学料及び授業料は返還しない。

（細則）

第３４条の３　この規則に定めるもののほか，科目等履修生について必要な事項は，研究科規則及び各教育部

規則で定める。

（外国人留学生）

第３５条　外国人で大学において教育を受ける目的をもって入国し，大学院に入学を志願する者は，学生の学

修に支障のない限り，徳島大学外国人留学生規則の定めるところにより，入学を許可することがある。

　　第１１章　雑則

（学則の準用）

第３６条　この学則に定めるもののほか，大学院の学生に関し必要な事項は，徳島大学学則を準用する。

　　附　則

この規則は，昭和５０年６月２０日から施行し，昭和５０年４月１日から適用する。
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　　中略

１　この規則は，平成１８年４月１日から施行する。

２　この規則による改正前の工学研究科の各専攻は，改正後の第６条の表にかかわらず，平成１８年３月３１

日に当該専攻に在学する学生が当該専攻に在学しなくなるまでの間，存続するものとする。

３　前項の規定により存続する工学研究科の学生については，改正後の規定にかかわらずなお従前の例によ

る。

４　この規則による改正後の第６条の表に掲げる保健科学教育部，先端技術科学教育部及び合計の項の収容

定員は，同表の規定にかかわらず平成１８年度及び平成１９年度は，次のとおりとする。

　　附　則

　この規則は，平成１９年４月１日から施行する。

平成１９年度平成１８年度

専　　攻　　名
研究科名・
教 育 部 名 合計収容

定　　員

博士課程
又は博士
後期課程

修士課程
又は博士
前期課程

合計収容
定　　員

博士課程
又は博士
後期課程

修士課程
又は博士
前期課程

収容定員収容定員収容定員収容定員

２８２８１４１４保健学専攻保健科学教育部

２１０２２１８８１０５１１９４知的力学システム工学専攻

先端技術科学
教育部

２０８３６１７２１０４１８８６環境創生工学専攻

３４４４８２９６１７２２４１４８システム創生工学専攻

７６２１０６６５６３８１５３３２８計

１,５３０５６８９６２１,０４５４２５６２０合　　　　　　　計
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○徳島大学学位規則

昭和５０年６月２０日

規則第４９６号制定

（趣旨）

第１条　この規則は，学位規則（昭和２８年文部省令第９号。以下「省令」という。）第１３条の規定に基づ

き，徳島大学（以下「本学」という。）における論文審査の方法，試験及び学力の確認の方法等学位に関し

必要な事項を定めるものとする。

（卒業による学位の授与）

第２条　本学を卒業した者には，徳島大学学則の定めるところにより，学士の学位を授与する。

（課程修了による学位の授与）

第３条　本学の大学院（以下「大学院」という。）の課程を修了した者には，徳島大学大学院学則の定めると

ころにより，修士又は博士の学位を授与する。

（論文提出による学位の授与）

第４条　前条に定めるもののほか，本学に博士論文を提出してその審査に合格し，かつ，専攻分野に関し大

学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することが試問により確認された者には，博士の学位

を授与する。

（専攻分野の名称）

第５条　前３条に定める学位を授与するに当たっては，専攻分野の名称を付記するものとし，その名称は，

次のとおりとする。

専攻分野の名称学部名，研究科名及び教育部名学位名

総合科学総合科学部

学士

医学医学部　医学科

栄養学医学部　栄養学科

看護学
医学部　保健学科

保健学

歯学歯学部　歯学科

口腔保健学歯学部　口腔保健学科

薬学薬学部　薬学科

薬科学薬学部　創製薬科学科

工学工学部

学術
人間・自然環境研究科（修士課程）

修士

臨床心理学

医科学医科学教育部（修士課程）

薬学

薬科学教育部（博士前期課程） 生命薬学

医療薬学

栄養学栄養生命科学教育部（博士前期課程）

保健学
保健科学教育部（修士課程）

看護学

工学先端技術科学教育部（博士前期課程）

医学医科学教育部（博士課程）

博士

歯学
口腔科学教育部（博士課程）

学術

薬学薬科学教育部（博士課程）

栄養学栄養生命科学教育部（博士課程）

工学先端技術科学教育部（博士課程）
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（学位論文の提出）

第６条　博士課程の学生が博士論文の審査等を受けようとするときは，学位申請書，博士論文その他別に定

める書類を提出するものとする。

２　博士課程の学生でない者が博士の学位を請求するときは，学位申請書，博士論文その他別に定める書類

に所定の学位論文審査手数料を添えて提出するものとする。

３　前２項に定めるもののほか，研究科委員会又は教育部教授会が博士論文の審査のため必要があるときは，

当該論文の副本，訳本，模型又は標本等の提出を求めることがある。

４　修士課程又は博士前期課程の学生が修士論文の審査等を受けようとするときは，学位申請書，修士論文

その他別に定める書類を提出するものとする。

（学位論文の受理）

第７条　学位論文の受理は，研究科委員会又は教育部教授会の議を経て，学長が決定する。

２　提出した学位論文については，任意に撤回し，又は一時的返還等を要求することができない。

（学位論文の審査等の機関）

第８条　学位論文の審査及び最終試験又は試問は，研究科委員会又は教育部教授会が行う。

２　研究科委員会又は教育部教授会は，あらかじめ学位論文の提出者の資格を確認した後，互選により研究

科委員会委員又は教育部教授会構成員のうちから選出された審査委員を含む３人以上の審査委員（主査１

人，副査２人以上）を定め，学位論文の審査及び最終試験又は試問に関する事項を付託する。

３　研究科委員会又は教育部教授会は，必要と認めるときは，学位論文の審査等にあたって，大学院の研究

科若しくは教育部担当の教員又は他の大学院若しくは研究所等の教員等の協力（審査委員に加わることを

含む。）を求めることができる。

４　審査委員は，学位論文の審査の要旨及び最終試験又は試問の成績を記録し，その結果を文書により研究

科委員会又は教育部教授会に報告するものとする。

（最終試験及び試問の方法）

第９条　最終試験は，学位論文を中心として，これに関連ある科目について，口頭又は筆答により行うもの

とする。

２　試問は，博士論文を中心として，これに関連のある科目及び外国語について，口頭又は筆答により行う

ものとする。この場合において，外国語については，原則として，２外国語を課するものとする。ただし，

博士論文を提出した者が大学院の博士課程に所定の年限以上在学し，所定の単位を修得し，かつ，必要な

研究指導を受けた後退学した者であるときは，退学後５年以内に限り，最終試験に準じて試験をもって試

問に代えることができる。

（学位論文の審査等の期限）

第１０条　博士論文の審査及び最終試験又は試問は，博士論文受理後１年以内に終了するものとする。

２　修士論文の審査及び最終試験は，在学期間中に終了するものとする。

（課程の修了及び論文審査等の議決）

第１１条　研究科委員会又は教育部教授会は，審査委員の報告に基づき，第３条の規定によるものについては，

課程修了の可否，第４条の規定によるものについては，その論文の審査及び試問の合否について議決する。

２　前項の議決は，出席委員の３分の２以上の同意を必要とする。

（学長への報告）

第１２条　学部長は，教授会が卒業を認定する旨の議決をしたときは，その氏名等を，文書により学長に報

告するものとする。

２　研究科長又は教育部長は，研究科委員会又は教育部教授会が前条の議決をしたときは，学位論文の審査

の結果の要旨及び最終試験又は試問の成績及び議決の結果を，文書により学長に報告するものとする。
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（卒業証書・学位記及び学位記の授与）

第１３条　学長は，前条第１項の報告に基づき，学士の学位を授与できるものと決定した者には，卒業証書・

学位記を授与する。

２　学長は，前条第２項の報告に基づき，修士又は博士の学位を授与できるものと決定した者には，学位記

を授与し，当該学位を授与できないものと決定した者には，その旨を通知するものとする。

３　卒業証書・学位記の様式は，別表第１のとおりとし，学位記の様式は，別表第２，別表第３及び別表第

４のとおりとする。

（学位授与の報告）

第１４条　前条の規定により学位を授与したときは，学位記台帳に登録するものとする。

２　学長は，博士の学位を授与したときは，省令第１２条の規定の定めるところにより，文部科学大臣に報

告するものとする。

（論文要旨等の公表）

第１５条　本学は，博士の学位を授与したときは，当該博士の学位を授与した日から３月以内に，その論文

の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨を公表するものとする。

（学位論文の公表）

第１６条　博士の学位を授与された者は，当該学位を授与された日から１年以内に，その論文を印刷し，公

表するものとする。ただし，当該学位を授与される前に既に印刷し，公表したときは，この限りでない。

２　前項の規定にかかわらず，博士の学位を授与された者は，やむを得ない事由がある場合には，学長の承

認を受けて，当該論文の全文に代えて，その内容を要約したものを印刷し，公表することができる。この

場合には，本学は，その論文の全文を求めに応じて，閲覧に供するものとする。

（学位の名称の使用）

第１７条　学位を授与された者は，学位の名称を用いるときは，学位に本学名を付記するものとする。

（学位授与の取消）

第１８条　学位（学士の学位を除く。）を授与された者が不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明し

たとき，又はその名誉を汚辱する行為をしたときは，学長は，当該研究科委員会又は教育部教授会の議を

経て，当該学位の授与を取消し，当該学位記を返還させ，かつ，その旨を公表するものとする。

２　前項の議決は，構成員の４分の３以上の同意を必要とする。

（実施細則）

第１９条　この規則の実施に関し必要な事項は，研究科長又は教育部長が別に定める。

　　附　則

１　この規則は，昭和５０年６月２０日から施行し，昭和５０年４月１日から適用する。

２　徳島大学学位規則施行細則（昭和３３年徳島大学訓令第７号）は，廃止する。

３　第４条の規定による博士課程を経ない者に対する学位の授与は，第３条の規定による博士課程修了者に

同種類の学位を授与した後に行うものとする。

　中略

　　附　則（平成１９年２月１６日規則第４２号改正）

　この規則は，平成１９年４月１日から施行する。
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別表第１（学部卒業者の場合） 別表第２（修士課程又は博士前期課程修了者の場合）

別表第３（博士課程修了者の場合） 別表第４（論文提出による場合）
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徳島大学大学院先端技術科学教育部規則

　　　第１章　総則

（通則）

第１条　徳島大学大学院先端技術科学教育部（以下「本教育部」という。）に関する事項は，徳島大学大学院

学則（以下「学則」という。）及び徳島大学学位規則（以下「学位規則」という。）に定めるもののほか，

この規則の定めるところによる。

２　学則，学位規則及びこの規則に定めるもののほか，本教育部に関する事項は，本教育部教授会が定める。

（教育研究上の目的）

第１条の２　本教育部の教育研究上の目的は，次のとおりとする。

　⑴　豊かな人格と教養並びに自発的意欲を育て，工学の基礎知識を基とした分析力や課題探求・解決能力

を備え，社会の変化に柔軟に対応できる自律的な応用力と創造力を持つ技術者・研究者を育成する。

　⑵　工業分野の広角的な教育を実施し，幅広い視点で現代社会に生じている問題の分析力や解決能力を備

えた人材を育成する。

　⑶　国際レベルの先進的研究を推進し，豊かで健全な社会の創造に貢献する。

　⑷　地域社会の活力ある発展のために，社会人の再教育，地域企業との共同研究による技術開発を推進する。

　⑸　平和な国際社会を構築するための国際交流を活性化する。

　　　第２章　教育課程

（教育方法）

第２条　本教育部の教育は，授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。

（教育方法の特例）

第３条　本教育部において，本教育部教授会が教育上特別の必要があると認める場合には，夜間その他特定

の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。

（授業科目及び単位数）

第４条　授業科目は，必修科目及び選択科目に分ける。

２　授業科目及び単位数は，別表のとおりとする。

（授業科目の履修方法）

第５条　学生は，前条の授業科目について，次表に定める単位を修得しなければならない。

　⑴　博士前期課程

単　　　位　　　数
コ　ー　ス　名専　　攻　　名

計選択科目必修科目

３２単位以上２０単位以上１２単位建設創造システム工学コース
知的力学システム工学専攻

３２単位以上２０単位以上１２単位機械創造システム工学コース

３２単位以上２０単位以上１２単位化学機能創生コース

環境創生工学専攻 ３２単位以上１８単位以上１４単位生命テクノサイエンスコース

３２単位以上１８単位以上１４単位エコシステム工学コース

３２単位以上２２単位以上１０単位電気電子創生工学コース

システム創生工学専攻 ３２単位以上１６単位以上１６単位知能情報システム工学コース

３２単位以上２０単位以上１２単位光システム工学コース
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　⑵　博士後期課程

２　履修する授業科目の選択に当たっては，あらかじめ定める指導教員（直接研究指導に当たる教員をいう。

以下同じ。）の指導を受けなければならない。

３　本教育部において教育上有益と認めたときは，本学大学院の他の教育部，研究科又は本学学部との協議

に基づき，当該他の教育部，研究科又は本学学部の授業科目を履修させることができる。

４　前項の授業科目を履修しようとするときは，学生は，本教育部長の許可を得なければならない。

５　第３項の規定により履修した授業科目の単位は，本教育部において認めたときは，第１項各号に規定す

る選択科目の単位に含めることができる。

６　この条に定めるもののほか授業科目の履修に関し必要な事項は，本教育部長が別に定める。

（研究指導）

第６条　研究指導は，指導教員が行うものとする。

２　前項の研究指導は，研究課題の研究の指導及び学位論文の作成の指導とする。

（試験の告示）

第７条　試験の授業科目，日時その他必要な事項は，あらかじめ告示する。

（成績）

第８条　博士前期課程における各授業科目の成績は，１００点をもって満点とし，６０点以上を合格とする。こ

の場合において，成績は，Ａ (８０点以上 )，Ｂ (７０点以上 )，Ｃ (６０点以上 )に区分する。

２　博士後期課程における各授業科目の成績は，評語によりＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄの四種とし，Ａ，Ｂ，Ｃを合格

とし，Ｄを不合格とする。

（追試験及び再試験）

第９条　疾病その他やむを得ない事情のため，正規の試験を受けることができなかった者は，追試験を受け

ることができる。

２　前項の追試験を受けることができなかった者又は試験を受けて不合格となった者は，原則として次の学

期末に再試験を受けることができる。

（転学者の取扱い）

第１０条　他の大学院から本教育部に転学をした者の在学年数及び単位の換算については，その都度本教育

部教授会が定める。

（転教育部）

第１０条の２　学則第２６条の２の規定に基づき，転教育部を願い出た者があるときは，教育上支障がない場

合に限り選考の上，許可することがある。

２　転教育部を許可する時期は，本教育部教授会が定める。

３　転教育部を許可した学生を在籍させる年次は，本教育部教授会が定める。

４　転教育部を許可した学生の既修得単位の認定は，本教育部教授会が定める。

単　　　位　　　数
コ　ー　ス　名専　　攻　　名

計選択科目必修科目

１４単位以上１０単位以上４単位建設創造システム工学コース
知的力学システム工学専攻

１４単位以上１０単位以上４単位機械創造システム工学コース

１４単位以上１０単位以上４単位化学機能創生コース

環境創生工学専攻 １４単位以上１０単位以上４単位生命テクノサイエンスコース

１４単位以上１０単位以上４単位エコシステム工学コース

１４単位以上１０単位以上４単位電気電子創生工学コース

システム創生工学専攻 １４単位以上１０単位以上４単位知能情報システム工学コース

１４単位以上１０単位以上４単位光システム工学コース
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（転コース）

第１１条　学則第２６条の３の規定に基づき，転コースを願い出た者があるときは，教育上支障がない場合に

限り選考の上，許可することがある。

２　転コースを許可する時期は，本教育部教授会が定める。

３　転コースを許可した学生を在籍させる年次は，本教育部教授会が定める。

４　転コースを許可した学生の既修得単位の認定は，本教育部教授会が定める。

（他の大学院における授業科目の履修等）

第１２条　学則第９条及び第２７条の規定に基づき，他の大学院の授業科目の履修を志願し，若しくは他の大

学院等において必要な研究指導を受けることを志願し，又は外国の大学院（これに相当する教育研究機関

を含む。以下同じ。）へ留学を志願する学生は，所定の願書を本教育部長を経て学長に提出し，許可を受け

なければならない。

（単位の認定）

第１３条　前条の規定により許可を受けた者（以下「派遣学生」という。）が他の大学院又は外国の大学院で

修得した単位の認定は，当該大学院が発行する成績証明書等により本教育部教授会が行う。

（履修等報告書）

第１４条　派遣学生は，他の大学院等又は外国の大学院での履修の期間若しくは研究指導を受けた期間が満

了したときは，所定の履修等報告書を速やかに（外国の大学院へ留学した者については，帰国の日から１

か月以内），本教育部長を経て学長に提出しなければならない。

（派遣学生の実施に関する細目）

第１５条　前３条に定めるもののほか，派遣学生に関し必要な事項は，本教育部長が別に定める。

（入学前の既修得単位の認定）

第１６条　学則第９条の２の規定による入学前の既修得単位の認定は，当該大学院が発行する成績証明書等

により本教育部教授会が行う。

　　　第３章　特別聴講学生及び特別研究学生

（入学の時期）

第１７条　特別聴講学生及び特別研究学生の入学の時期は，原則として毎学期の初めとする。

（入学の出願）

第１８条　特別聴講学生又は特別研究学生として入学を志願する者は，所定の願書に別に定める書類を添え，

所属の大学の大学院の長を経て願い出なければならない。

（入学の許可）

第１９条　特別聴講学生及び特別研究学生の入学の許可は，本教育部教授会の選考を経て学長が行う。

（履修科目等）

第２０条　特別聴講学生の履修科目及び特別研究学生の研究指導の範囲並びにこれらの在学期間その他実施

上必要とする具体的措置は，大学院間の協議により定める。

（単位の認定）

第２１条　特別聴講学生に対する履修科目の単位の認定方法は，本教育部学生の例による。

　　　第４章　科目等履修生

（入学の時期）

第２２条　科目等履修生の入学の時期は，毎学期の初めとする。

（入学資格）

第２３条　科目等履修生として入学することのできる者は，次の各号の一に該当する者とする。

　⑴　学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第５２条に定める大学を卒業した者
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　⑵　本教育部教授会において前号の者と同等以上の学力があると認めた者

（入学の出願）

第２４条　科目等履修生として入学を志願する者は，入学願書に検定料及び別に定める書類を添えて願い出

なければならない。

（入学の許可）

第２５条　科目等履修生の入学の許可は，本教育部教授会の選考を経て学長が行う。

（在学期間）

第２６条　科目等履修生の在学期間は，履修科目について授業の行われる期間とする。

（単位の授与）

第２７条　科目等履修生で，単位の授与を希望する者については，第７条から第９条までの規定を準用する。

　　附　則

　この規則は，平成１８年４月１日から施行する。

　　附　則

　この規則は，平成１８年１０月１日から施行する。

　　附　則

　この規則は，平成１９年４月１日から施行する。ただし，この規則による改正後の別表⑴博士前期課程知的

力学システム工学専攻建設創造システム工学コースの規定にかかわらず，平成１８年度に入学した者は，なお

従前の例による。
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別表

　⑴　博士前期課程

選択必修総合科目

２知的財産論
２ニュービジネス特論
２技術経営特論
６長期インターンシップ
２プレゼンテーション技法（Ｍ）
２企業行政演習（Ｍ）
２課題探求法（Ｍ）

建設創造システム工学コース

２物性科学理論
２固体イオニクス
２数理解析方法論
２微分方程式特論
２計算数理特論
２数理解析特論
２応用解析学特論
４水資源工学特論
２地盤力学特論
４環境生態学特論
２土質力学特論
４都市及び交通システム計画
４基礎工学特論
２耐震工学特論
４鉄筋コンクリート工学特論
４技術英語特論
２技術英会話
２都市・地域計画論
２環境リスク特論
２建築構造特論
２地域防災学特論
２建設設計学特論
２災害リスク論
２ミティゲーション工学
２地域環境情報工学

４建設創造システム工学論文輪講
４建設創造システム工学演習
４建設創造システム工学特別実験

４建設創造システム工学実務演習

知的力学システム工学専攻

専攻内共通科目

２応用流体力学特論
２振動工学特論
２破壊・構造力学特論
２材料物性特論
２プロジェクトマネジメント

機械創造システム工学コース

２物性科学理論
２超伝導物質科学
２計算数理特論
２数理解析方法論
２固体イオニクス
２固体力学
２材料工学
２流体エネルギー変換工学
２熱力学特論
２伝熱学
２システム設計
２エネルギー変換システム論
２デジタル制御論
２アクチュエーター理論
２計測学
２金属加工学
２加工システム
２精密機械工学
２ナノプロセッシング工学
２半導体ナノテクノロジー特論

４機械創造システム工学論文輪講
２機械創造システム工学演習
６機械創造システム工学特別実験

化学機能創生コース

２物性科学理論
２微分方程式特論
２応用解析学特論
２数理解析特論
２核磁気共鳴
２固体イオニクス
２材料設計特論
２有機化学特論
２重合反応特論
２物理化学特論
２電気化学特論
２分析・環境化学特論
２化学反応工学特論
２分離工学特論
２材料科学特論
１物質合成化学特論
１物質機能化学特論
１化学プロセス工学特論
２半導体ナノテクノロジー特論

４化学機能創生輪講及び演習
８化学機能創生特別実験

環境創生工学専攻

選択必修専攻内共通科目

２化学環境工学特論
２生物環境工学特論
２環境システム工学特論

生命テクノサイエンスコース

２物性科学理論
２超伝導物質科学
２計算数理理論
２数理解析方法特論
２生物物理化学特論
２細胞生理学特論
２微生物工学特論
２分子機能工学
２応用生物工学特論
２生物機能工学特論
２酵素学特論
２生物反応工学特論
２分子生物工学
２生体高分子化学特論
２生体熱力学
２生化学特論
２分子生物学特論
２細胞生物工学
２半導体ナノテクノロジー特論

２生命テクノサイエンス論文輪講
２生命テクノサイエンス演習
１０生命テクノサイエンス特別実験

２生命テクノサイエンス実務演習
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選択必修エコシステム工学コース

２計算数理特論
２数理解析特論
２応用解析学特論
２物性科学理論
２ナノ材料工学
２マイクロメカニクス工学
２エネルギー環境工学
２エネルギー変換システム論
２都市・地域計画論
２地域環境情報工学
２災害リスク論
２環境リスク論
２福祉工学
２人間支援機器工学
２資源化技術論
２ミティゲーション工学
４環境生態学特論
４都市及び交通システム計画
２アクチュエーター理論
２計測学
２電子回路特論
２光物性工学
２半導体ナノテクノロジー特論

４エコシステム工学論文輪講
６エコシステム工学特別演習
４エコシステム工学特別実験

電気電子創生工学コース

２核磁気共鳴
２強相関物質科学
２数理物理学特論
２位相幾何学特論
２プラズマ工学特論
２電子デバイス特論
２デバイスプロセス特論
２電気・電子材料特論
２半導体工学特論
２光デバイス特論
２光エレクトロニクス特論
２高電圧工学特論
２電力系統論
２電力工学特論
２制御応用工学特論
２電気機器システム論
２パワーエレクトロニクス特論
２制御理論特論
２システム解析特論
２通信工学特論
２生体工学特論
２回路理論特論
２電子回路特論
２集積回路特論
２知能情報処理工学
２半導体ナノテクノロジー特論

４電気電子創生工学輪講及び演習
６電気電子創生工学特別実験

システム創生工学専攻

専攻内共通科目

２複雑系システム工学特論
２電磁環境特論
２e-ビジネス特論

選択必修知能情報システム工学コース

２数理物理学特論
２数理解析特論
２数理解析方法論
２物性科学理論
２言語モデル論
２集積回路工学
２自律知能システム
２情報ネットワーク
２画像応用工学
２Webプログラミング
２自然言語理解
２知的 CAI
２機械翻訳特論
２数理科学基礎論Ⅰ
２数理科学基礎論Ⅱ
２情報システム特論
２知能情報システム工学特論

６知能情報システム工学輪講及び演習
１０知能情報システム工学特別実験

光システム工学コース

２超伝導物質科学
２数理物理学特論
２数理解析方法論
２計算数理特論
２光物性工学
２光デバイス
２材料統計熱力学特論
２結晶成長学特論
２高分子設計論
２物質化学特論
２ディスプレイ論
２光計算技術
２バーチャルリアリティ技術
２イメージング技術
１光機能材料・光デバイス論１
１光機能材料・光デバイス論２
１光機能材料・光デバイス論３
１光情報システム工学論１
１光情報システム工学論２
１光システム工学論
１プレゼンテーション演習
１知的生産技術演習
２半導体ナノテクノロジー特論

２光システム工学輪講１
４光システム工学輪講２
６光システム工学特別実験
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　⑵　博士後期課程

システム創生工学専攻

電気電子創生工学コース

２代数解析特論
２電波物性科学特論
２強相関物性科学特論
２プラズマ物性工学特論
２光半導体デバイス特論
２無機光機能材料論
２非線形光学デバイス論
２電力系統電磁環境特論
２パワー変換工学特論
２超伝導工学特論
２電力エネルギー工学特論
２メカトロニクス工学特論
２情報通信システム設計特論
２集積システム設計特論
２電子情報システム設計特論
２マルチメディア伝送工学特論
２情報集積設計学
２非線形回路工学特論
２制御システム設計特論
２非線形システム設計特論
２医用生体工学特論
２医用情報システム論

２電気電子創生工学特別演習
２電気電子創生工学特別研究

選択必修総合科目

２人間工学
２生命科学
２社会科学
２科学技術論
２ニュービジネス特論
２知的財産論
２プレゼンテーション技法（Ｄ）
２企業行政演習（Ｄ）
２課題探求法（Ｄ）

知的力学システム工学専攻

建設創造システム工学コース

２強相関物性科学特論
２量子材料科学特論
２シミュレーション数理学
２非線形解析学
２流域水文工学
２保全水工学
２地盤環境設計特論
２地盤環境制御工学
２都市システム設計特論
２風工学
２汎用構造解析特論
２耐震設計特論
２社会基盤材料特論
２流体制御材料特論
２政策シミュレーション特論
２社会リスク工学特論
２ミティゲーション工学特論

２建設創造システム工学特別演習
２建設創造システム工学特別研究

機械創造システム工学コース

２量子材料科学特論
２電波物性科学特論
２結晶物性制御特論
２材料応用特論
２材料計算力学
２流体エネルギー制御特論
２熱エネルギー利用システム
２混相流体輸送特論
２エネルギー環境工学
２機械システム設計学
２計測制御工学
２動的システム設計学
２生産加工特論
２マイクロ・ナノ工学
２表面機能制御特論
２知能情報システム設計特論
２視覚パターン処理工学
２資源エネルギー変換特論
２ナノプロセッシング工学特論

２機械創造システム工学特別演習
２機械創造システム工学特別研究

環境創生工学専攻

化学機能創生コース

２分子設計学
２物質変換化学
２プロセス開発工学
２機能性材料論
２材料物性化学
２表面機能学
２移動プロセス工学
２生体分子プロセス工学

２化学機能創生特別演習
２化学機能創生特別研究

選択必修生命テクノサイエンスコース

２生体分子機能設計
２微生物分子論
２遺伝情報工学
２細胞情報工学
２酵素機能工学
２生体機能工学
２分子病原微生物論

２生命テクノサイエンス特別演習
２生命テクノサイエンス特別研究

エコシステム工学コース

２原子・分子マニュピュレーション特論
２資源エネルギー変換特論
２政策シミュレーション特論
２社会リスク工学特論
２人間適応工学特論
２資源循環システム学特論
２ミティゲーション工学特論
２２エコシステム工学特別演習

２エコシステム工学特別研究

知能情報システム工学コース

２自律適応システム工学
２視覚パターン処理工学
２マルチメディア伝送工学特論
２情報集積設計学
２並列・分散処理システム設計特論
２応用知識システム設計特論
２知能情報システム設計特論
２情報メディアシステム構成特論

２知能情報システム工学特別演習
２知能情報システム工学特別研究

光システム工学コース

２電波物性科学特論
２強相関物性科学特論
２非線形光学デバイス論
２光学結晶成長学
２有機光機能材料論
２光情報システム論
２医用情報システム論
２光半導体デバイス特論
２無機光機能材料論
２医用生体工学特論
２視覚パターン処理工学
２応用知識システム設計特論

２光システム工学特別演習
２光システム工学特別研究
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徳島大学大学院先端技術科学教育部における授業科目の履修方
法に関する細則

第１条　この細則は，徳島大学大学院先端技術科学教育部規則（以下「規則」という。）第５条第６項の規定

に基づき，徳島大学大学院先端技術科学教育部における授業科目の履修方法について必要な事項を定める

ものとする。

第２条　学生は，規則別表に定める授業科目について，次の各号に掲げるとおり単位を修得しなければなら

ない。

　⑴　博士前期課程の履修方法は次のとおりとする。

　　イ　学生は，所属する専攻・コースの授業科目を履修するものとする。

　　ロ　選択科目のうち専攻内共通科目から，２単位以上履修しなければならない。

　　ハ　選択科目に，専攻及びコ−スで開設する授業科目のうち所属するコ−ス以外の授業科目を２単位ま

で含めることができる。

　　ニ　選択科目に，総合科目及び規則第５条第５項の規定により認定を受けた授業科目の単位は，生命テ

クノサイエンスコースにおいては４単位まで，エコシステム工学コースを除く他のコースにおいては

１０単位まで含むことができる。ただし，長期インターンシップ（６単位）を受講した学生（知能情

報システム工学コースの学生を除く。）は，１４単位まで選択科目に含むことができる。

　　ホ　外国連携大学院と合同で教育を行う教育プログラムの履修を許可された学生の選択科目の履修方法

は，上記ロからニの規定にかかわらず，細則別表⑴のうち主コ−スから４単位，他コ−スからそれぞ

れ２単位の合計８単位を履修するものとする。

　⑵　博士後期課程の履修方法は次のとおりとする。

　　イ　学生は，所属するコースの授業科目を履修するものとする。

　　ロ　特別演習は，所属するコースの指導教員の指導のもとで履修するものとする。

　　ハ　特別研究は，原則として所属する専攻の他のコースの教員の指導のもとで修得するものとする。た

だし，他の専攻・コースの教員の同意を得て，当該教員の指導のもとで行うことができる。

　　ニ　選択科目のうち総合科目から，２単位以上履修しなければならない。

　　ホ　外国連携大学院と合同で教育を行う教育プログラムの履修を許可された学生の選択科目は上記イの

規定にかかわらず，他専攻・コ−スの科目を履修することができる。ただし細則別表⑵の各コ−スか

らそれぞれ２単位の合計６単位を履修する必要がある。

　　　附　則

　この細則は，平成１８年４月１日から施行する。

　　　附　則

　この細則は，平成１９年４月１日から施行する。
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博士前期課程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　博士後期課程

別表⑴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別表⑵

ナノテクノロジー応用工学コース

単位数
授　業　科　目

選択必修

２破壊力学

２精密機械工学

２計測工学

２材料工学

２材料物性論

２材料物性特論

２デバイスプロセス特論

２光物性工学

２材料化学特論

２材料物性特論

２プレゼンテ−ション技法（Ｍ）

２企業行政演習（Ｍ）

２課題探求法（Ｍ）

ナノテクノロジー応用工学コース

単位数
授　業　科　目

選択必修

２表面機能発現論

２マイクロナノ工学

２材料応用論

２結晶物性制御論

２材料応用特論

２電子デバイス論

２無機光機能材料論

２光半導体デバイス論

２非線形光学デバイス論

２表面機能学

２機能性材料論

２工業数学特論２

バイオ情報応用工学コース

単位数
授　業　科　目

選択必修

２都市及び交通システム計画

２分子生物学特論

２生体工学

２電子回路特論

２回路理論特論

２機械翻訳特論

２画像応用工学

２プレゼンテ−ション技法（Ｍ）

２企業行政演習（Ｍ）

２課題探求法（Ｍ）

バイオ情報応用工学コース

単位数
授　業　科　目

選択必修

２都市システム設計論

２医用生体工学

２電子情報システム設計特論

２非線形回路工学特論

２非線形システム設計論

２応用知識システム設計論

２視覚パターン処理工学

２遺伝情報工学

２工業数学特論２

地圏環境制御工学コース

単位数
授　業　科　目

選択必修

２基礎工学特論

２鉄筋コンクリート工学特論

２材料物性特論

２振動工学特論

２環境リスク論

２環境化学特論

２電力系特論

２電力工学特論

２プレゼンテ−ション技法（Ｍ）

２企業行政演習（Ｍ）

２課題探求法（Ｍ）

地圏環境制御工学コース

単位数
授　業　科　目

選択必修

２地盤環境制御工学

２風工学

２流体制御材料論

２社会基盤材料特論

２電力系統電磁環境論

２工業数学特論２
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外国連携大学院と合同で共同学位を得る教育プログラムに関する内規

　　　第１章　総則

（設置）

第１条　徳島大学大学院先端技術科学教育部（以下「教育部」という。）に国際連携大学院コースを設置する。

（目的）

第２条　国際連携大学院コースは，教育部入学後，外国連携大学院に入学する学生（以下「派遣学生」とい

う。）及び外国連携大学院入学後，教育部に入学する学生（以下「受入学生」という。）に対し，外国連携

大学院と合同で教育を行う教育プログラムを実施することを目的とする。

（コース）

第３条　国際連携大学院コースに次の各号に定めるコースを置く。

　⑴　ナノテクノロジー応用工学コース

　⑵　バイオ情報応用工学コース

　⑶　地圏環境制御工学コース

　　　第２章　派遣学生

（入学）

第４条　派遣を希望する学生は，教育部入学後，希望する外国連携大学院の入学試験を受け，入学するもの

とする。ただし，当該大学院の入学試験を受けるにあたり，事前に指導教員に相談の上，徳島大学大学院

先端技術科学教育部国際連携教育開発センター運営委員会（以下「運営委員会」という。）に申請し，許可

を受けなければならない。

（履修方法）

第５条　博士前期課程の派遣学生については教育部における授業科目の履修方法に関する細則（以下「履修

細則」という。）第２条第１号ホの要件を満たし，かつ，外国連携大学院において，２単位以上修得しなけ

ればならない。

２　博士後期課程の派遣学生については，履修細則第２条第２号ホの要件を満たし，かつ，外国連携大学院

において，２単位以上修得しなければならない。

３　前２項に定めるもののほか，派遣学生の履修方法については，履修細則の規定によるものとする。

（学位審査）

第６条　派遣学生の学位論文の提出は，徳島大学大学院先端技術科学教育部学位規則実施細則（以下「実施

細則」という。）及び徳島大学大学院教育部の博士学位審査に関する内規（以下「審査内規」という。）の

規定にかかわらず，随時行うものとする。

２　派遣学生は，教育部及び外国連携大学院の指導教員の合同の指導のもと，学位論文を作成する。

３　派遣学生は，ポートフォーリオ及び eラーニング等を利用し，教育部及び外国連携大学院の修了要件を

満たすものとする。

　　　第３章　受入学生

（入学）

第７条　受入学生は，外国連携大学院の推薦により，教育部国際連携大学院コースの入学試験を受け，入学

するものとする。

２　入学時期は，毎学年の初め及び後期の初めとする。

３　入学試験の実施方法については，運営委員会で審議の上，入学試験委員会を経て，教育部教授会で承認

を受けなければならない。
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（履修方法）

第８条　受入学生の履修方法については，履修細則の規定によるものとする。

２　外国連携大学院において修得した単位については，博士前期課程の受入学生については１０単位まで，博

士後期課程の受入学生については６単位まで認定するものとする。

（学位審査）

第９条　受入学生の学位論文の提出は，実施細則及び審査内規の規定にかかわらず，随時行うものとし，当

該論文は原則として英語で書くものとする。

２　受入学生は，教育部及び外国連携大学院の指導教員の合同の指導のもと，学位論文を作成する。

３　受入学生は，ポートフォーリオ及び eラーニング等を利用し，教育部及び外国連携大学院の修了要件を

満たすものとする。

　　　第４章　雑則

第１０条　この内規に定めるもののほか，派遣学生の外国連携大学院における入学試験の実施方法及び履修

方法，受入学生の教育部における入学試験の実施方法及び履修方法，並びに学位審査に係わる公聴会及び

実施方法その他この内規の実施にあたり必要な事項は，別に定める。

　　　附　則

　この内規は，平成１８年４月１日から施行する。
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徳島大学大学院先端技術科学教育部学位規則実施細則

　　　第１章　総則

（趣旨）

第１条　この細則は，徳島大学学位規則（以下「規則」という。）第１９条の規定に基づき，徳島大学大学院

先端技術科学教育部（以下「本教育部」という。）における学位審査に関し必要な事項を定めるものとする。

　　　第２章　課程修了による学位審査

（学位論文の提出時期及び資格要件）

第２条　規則第６条第１項の規定による博士論文の提出時期は，博士後期課程第３年次の１月以降（後期の

学期から入学した者については７月以降）の指定の期日までとする。ただし，徳島大学大学院学則（以下

「学則」という。）第１２条第１項ただし書及び第３項ただし書の規定による優れた研究業績を上げたと認

められる者については，博士後期課程第１年次の１月（後期の学期から入学した者については７月）まで，

学則第１２条第２項ただし書の規定による優れた研究業績を上げたと認められる者については，博士後期

課程第２年次の１月（後期の学期から入学した者については７月）まで博士論文の提出時期を繰り上げる

ことができる。

２　規則第６条第４項の規定による修士論文の提出時期は，博士前期課程第２年次の２月以降（後期の学期

から入学した者については９月以降）の指定の期日までとする。ただし，学則第１１条第１項ただし書の

規定による優れた業績を上げたと認められる者については，博士前期課程第１年次の２月（後期の学期か

ら入学した者については９月）まで修士論文の提出時期を繰り上げることができる。

３　前２項の規定による学位論文の提出に当たっては，提出の日までに所定の単位を修得し，かつ，必要な

研究指導を受けていなければならない。

（学位論文提出の手続）

第３条　博士論文の審査を受けようとする者は，あらかじめ本教育部教授会の承認を受けて次の各号に掲げ

る書類を本教育部長に提出するものとする。ただし，第２号から第６号までの書類については，別に審査

用として必要部数を添付するものとする。

　⑴　学位申請書（様式１）　１部

　⑵　履歴書（様式５）　１部

　⑶　論文目録（様式６）　１部

　⑷　博士論文　１部

　⑸　論文内容要旨　和文 1,000〜 1,500字（様式７）　１部

　⑹　参考論文（公刊予定のものは，受理証明書を添えた投稿原稿の写し）　各１部

　⑺　承諾書（様式８）　共著者各１部

２　修士論文の審査を受けようとする者は，指導教員の承認を受けて次の各号に掲げる書類を本教育部長に

提出するものとする。ただし，第２号から第５号までの書類については，別に審査用として必要部数を添

付するものとする。

　⑴　学位申請書（様式２）　１部

　⑵　履歴書（様式５）　１部

　⑶　論文目録（様式６）　１部

　⑷　修士論文　１部

　⑸　論文内容要旨　和文 600〜 1,000字（様式７）　１部

（審査委員会）

第４条　学位論文が受理されたときは，本教育部教授会は，申請者ごとに審査委員会を組織し，論文審査及
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び最終試験の実施を付託する。

（論文審査等の実施）

第５条　審査委員会は，論文審査及び最終試験を行い，その結果を文書をもって本教育部長に報告する。

２　前項の文書は，論文審査の結果の要旨（様式９）及び最終試験報告書（様式１０）とする。

（課程修了の議決）

第６条　本教育部教授会は，審査委員会による論文審査及び最終試験の報告に基づき審議の上，投票により

課程修了の可否を議決する。

（学位授与の時期）

第７条　前条の規定による合格者に対する学位授与の時期は，原則として次のとおりとする。

　⑴　博士

　　イ　標準修業年限内に合格した者（ロ及びハに規定する者を除く。）第３学年末の定められた日

　　ロ　学則第１２条第１項ただし書及び第３項ただし書の規定により合格した者　第１学年末の定められ

た日。ただし，第２学年又は第３学年で合格した者については合格した日

　　ハ　学則第１２条第２項ただし書の規定により合格した者　第２学年末の定められた日。ただし，第３

学年で合格した者については合格した日

　　ニ　その他の者　合格した日

　⑵　修士

　　イ　標準修業年限内に合格した者　第２学年末の定められた日

　　ロ　学則第１１条第１項ただし書の規定により合格した日　第１学年末の定められた日。ただし，第２

学年で合格した者については合格した日

　　ハ　その他の者　合格した日

　　　第３章　学位論文提出による学位審査

（論文提出による学位請求の時期及び資格要件）

第８条　規則第６条第２項の規定による博士論文の提出時期は，毎年４月又は１０月の指定の期日までとす

る。

２　前項の規定により博士論文を提出して学位を請求することのできる者は，次の各号の一に該当する者と

する。

　⑴　徳島大学大学院工学研究科博士後期課程又は本教育部博士後期課程に所定の年限以上在学し，所定の

単位を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた後退学した者

　⑵　大学院修士課程又は大学院博士前期課程を修了後，原則として４年以上経た者

　⑶　大学又は旧制の専門学校を卒業後，原則として７年以上経た者

　⑷　短期大学又は工業高等専門学校を卒業後，原則として９年以上経た者

　⑸　前各号のほか，本教育部教授会において，学位請求の資格を有すると認めた者

（論文提出による学位請求の提出手続）

第９条　論文提出による学位を請求しようとする者は，あらかじめ本教育部教授会の承認を受けて次の各号

に掲げる書類を本教育部長に提出するものとする。ただし，第３号から第７号までの書類については，別

に審査用として必要部数を提出するものとする。

　⑴　学位申請書（様式３）　１部

　⑵　学位申請調書（様式４）　１部

　⑶　履歴書（様式５）　１部

　⑷　論文目録（様式６）　１部

　⑸　博士論文　１部
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　⑹　論文内容要旨　和文 1,000〜 1,500字（様式７）　１部

　⑺　参考論文　各１部

　⑻　承諾書（様式８）　共著者各１部

　⑼　最終学歴の卒業（修了）証明書　１部

　⑽　写真（手札型，脱帽，上半身，最近６月以内に撮影したもの）　１枚

　⑾　学位論文審査手数料

（論文審査委員会）

第１０条　学位論文が受理されたときは，本教育部教授会は，申請者ごとに論文審査委員会を組織し，論文

審査及び試問の実施を付託する。

（論文提出による論文審査等の実施）

第１１条　論文審査委員会は，論文審査及び試問を行い，その結果を文書をもって本教育部長に報告する。

２　前項の文書は，論文審査の結果の要旨（様式９）及び試問結果報告書（様式１１）とする。

（論文審査等の議決）

第１２条　本教育部教授会は，論文審査委員会による論文審査及び試問の結果の報告に基づき審議の上，投票

により学位授与の合否を議決する。

（学位授与の時期）

第１３条　前条の規定による合格者に対する学位授与の時期は，合格した日とする。

　　　第４章　雑則

（実施細目）

第１４条　この細則に定めるもののほか，学位審査に関し必要な細目は，その都度本教育部教授会が定める。

　　　附　則

　この細則は，平成１８年４月１日から施行する。
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様式１ 様式２

様式３ 様式４
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様式５ 様式６

様式７ 様式８
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様式９ 様式１０

様式１１
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徳島大学大学院先端技術科学教育部の博士学位審査に関する内規

　　　第１章　総則

（趣旨）

第１条　この内規は，徳島大学大学院先端技術科学教育部学位規則実施細則（以下「細則」という。）第１４

条の規定に基づき，徳島大学大学院先端技術科学教育部（以下「本教育部」という。）における博士学位審

査の実施に関し必要な細目を定めるものとする。

　　　第２章　課程修了による学位審査

（予備審査）

第２条　細則第２条第１項に規定する時期に課程博士の学位論文を提出しようとする者は，細則第３条第１

項の規定より，あらかじめ本教育部教授会による予備審査を受け，承認を得るものとする。

（予備審査の申請書類）

第３条　予備審査を申請する者は，指導教員の承認を得て，次の各号に掲げる書類を本教育部長に提出する

ものとする。ただし，第２号及び第３号の書類については，予備審査委員会の委員（審査協力者を含む。）が

３人を超える場合は，その委員の数の部数とする。

　⑴　予備審査申請書（様式１）　１部

　⑵　学位論文の内容梗概（３０ページ程度）　３部

　⑶　参考論文（学術雑誌に投稿中のものは，その原稿の写し）　各３部

（予備審査の申請時期）

第４条　予備審査の申請時期は，予定されている学位論文提出時期の３月以前とする。

（予備審査の付託）

第５条　予備審査の申請があったときは，本教育部長は本教育部教授会に付議し，申請者ごとに予備審査委

員会を組織し，学位論文の審査の請求に値するか否かを決定するための予備審査を付託する。

（予備審査委員会）

第６条　予備審査委員会は，本教育部研究指導担当教員のうちから，申請者の指導教員を含めて選出された

３人以上の委員によって構成する。ただし，必要があるときは，本学大学院の研究科及び教育部担当の教

員又は他の大学院若しくは研究所等の教員等の協力（予備審査委員に加わることを含む。）を求めることが

できる。

２　前項の委員の選出は，投票によるものとする。

３　予備審査委員会に委員の互選による委員長を置き，委員長は予備審査委員会の総括を行う。

４　予備審査委員会は，予備審査を付託された日から１月以内に，学位論文の審査の請求に値するか否かを

決定し，委員長はその結果を本教育部教授会に報告する。

（予備審査の議決と結果の通知）

第７条　本教育部教授会は，予備審査委員会委員長の報告に基づき，学位論文の審査の請求に値するか否か

を審議の上議決し，本教育部長はその結果を速やかに申請者に通知する。

（課程博士の学位論文の提出時期）

第８条　課程博士の学位論文を提出する時期は，博士後期課程の各学年の１月又は７月の指定の期日までと

する。第１５条で定める単位修得退学後３年以内の者についても同様とする。

（参考論文）

第９条　細則第３条第１項第６号の参考論文とは，申請者によって執筆され，学位論文の主要な内容が記述

された公刊論文又は公刊されることが証明された論文原稿をいう。

２　前項の参考論文には，原則として，学位申請者が主として寄与した研究成果を申請者自身が執筆し，権
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威ある学術雑誌に投稿して査読の結果受理された主論文が１報以上あることを必要とする。

３　公刊論文として，さらに数編程度の副論文があることが望ましい。

４　主論文が学位申請者を含む複数の著者によって執筆された共著論文の場合には，その論文の成果が主と

して学位申請者が寄与したものであり，主要部分が申請者によって執筆されたものであることを，すべて

の共著者が署名捺印の上証明する細則第３条第１項第７号の承諾書の提出を必要とする。なお，指導教員

が論文提出について共著者の承諾を得ている場合は，承諾確認書（様式３）をもってこれに代えることが

できる。

（主論文）

第１０条　主論文は，ただ１人の学位論文に用いられるものではなくてはならない。そのため，学位申請者の

単著又は筆頭著者であることが望ましいが，特別な事情によってそうでない場合には，前条の承諾書又は

承諾確認書を提出させるとともに，審査委員はその事情を本教育部教授会で説明するものとする。

（副論文）

第１１条　副論文とは，学位申請者が参加した研究の成果を共同執筆した同種の公刊論文をいう（単著又は

筆頭著者であることを問わない。）。申請者が筆頭著者として執筆し，著者自身が発表した国際会議論文な

ども含む。

（審査委員会）

第１２条　細則第４条に規定する審査委員会は，申請者の指導教員を含めて選出された３人以上（本教育部

教授会構成員の３人を含む。）の委員によって構成する。ただし，必要があるときは，学位論文の審査等に

当たって，本学大学院の研究科及び教育部担当の教員又は他の大学院若しくは研究所等の教員等の協力

（審査委員に加わることを含む。）を求めることができる。

２　前項の委員の選出は，投票によるものとする。

３　審査委員会に審査委員主査（以下「主査」という。）を置き，主査は審査委員会の総括を行う。

（学位論文の公聴会）

第１３条　論文審査の段階において，審査委員会は，学位論文の公聴会を開催するものとする。

２　主査は，学位論文の公聴会の開催日を，原則として開催日の１週間前までに申請者に通知するとともに，

関係教室等への掲示をもって公示するものとする。

（最終試験）

第１４条　細則第５条第１項の最終試験は，口頭による専門科目試験とする。

（単位修得退学者の取扱い）

第１５条　徳島大学大学院工学研究科又は本教育部博士後期課程に所定の年限以上在学し，所定の単位を修

得後退学した者は，退学後３年以内であれば課程博士の学位審査を受けることができる。

　　　第３章　論文提出による学位審査

（論文提出による予備審査）

第１６条　細則第８条第１項に規定する論文提出による学位審査を申請しようとする者は，細則第９条の規

定により，あらかじめ本教育部教授会による予備審査を受け，承認を得るものとする。

（紹介委員）

第１７条　申請者は，論文内容に関連ある研究分野の本教育部研究指導担当教員を紹介委員として選ぶもの

とする。

（論文提出による予備審査の申請書類）

第１８条　論文の予備審査を申請する者は，紹介委員の承認を得て，次の各号に掲げる書類を本教育部長に提

出するものとする。ただし，第２号及び第３号の書類については，予備審査委員会の委員（審査協力者を

含む。）が３人を超える場合は，その委員の数の部数とする。
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　⑴　論文予備審査申請書（様式２）　１部

　⑵　学位論文の内容梗概（５０ページ程度）　３部

　⑶　参考論文（学術雑誌に投稿中のものは，その原稿の写し）　各３部

　⑷　履歴書

　⑸　最終学歴の卒業又は修了証明書

（論文提出による予備審査の申請時期）

第１９条　予備審査の申請時期は，予定されている学位論文提出時期の３月以前とする。

（論文提出による予備審査の付託）

第２０条　予備審査の申請があったときは，本教育部長は本教育部教授会に付議し，申請者ごとに論文予備審

査委員会を組織し，学位論文の審査の請求に値するか否かを決定するための予備審査を付託する。

（論文予備審査委員会）

第２１条　論文予備審査委員会は，本教育部研究指導担当教員のうちから，紹介委員を含めて選出された３人

以上の委員によって構成する。ただし，必要があるときは，本学大学院の研究科及び教育部担当の教員又

は他の大学院等若しくは研究所の教員等の協力（論文予備審査委員に加わることを含む。）を求めることが

できる。

２　前項の委員の選出は，投票によるものとする。

３　論文予備審査委員会に委員の互選による委員長を置き，委員長は論文予備審査委員会の総括を行う。

４　論文予備審査委員会は，予備審査を付託された日から１月以内に，学位論文の審査の請求に値するか否

かを決定し，委員長はその結果を本教育部教授会に報告する。

（論文予備審査の議決と結果の通知）

第２２条　本教育部教授会は，論文予備審査委員会委員長の報告に基づき，学位論文の審査の請求に値するか

否かを審議の上議決し，本教育部長はその結果を速やかに申請者に通知する。

（論文提出による学位論文の提出時期）

第２３　論文提出による学位論文を提出する時期は，毎年４月又は１０月の指定の期日までとする。

（論文提出による博士論文の提出書類）

第２４条　細則第８条第２項第１号に該当する者については，細則第９条に規定する書類等のうち第９号及

び第１０号の書類の提出を要しないものとする。

（論文提出による参考論文）

第２５条　細則第９条第７号の参考論文とは，申請者によって執筆され，学位論文の主要な内容が記述された

公刊論文又は公刊されることが証明された論文原稿をいう。

２　前項の参考論文には，原則として，学位申請者が主として寄与した研究成果を申請者自身が執筆し，権

威ある学術雑誌に投稿して査読の結果受理された主論文が３報以上あることを必要とする。

３　公刊論文として，さらに数編程度の副論文があることが望ましい。

４　主論文が学位申請者を含む複数の著者によって執筆された共著論文の場合には，その論文の成果が主と

して学位申請者が寄与したものであり，主要部分が申請者によって執筆されたものであることを，すべて

の共著者が署名捺印の上証明する細則第９条第８号の承諾書の提出を必要とする。

５　主論文及び副論文については，それぞれ第１０条及び第１１条の規定を準用する。

（論文審査委員会）

第２６条　細則第１０条に規定する論文審査委員会は，紹介委員を含めて選出された３人以上（本教育部教授

会構成員の３人を含む。）の委員によって構成する。ただし，必要があるときは，学位論文の審査に当たっ

て，本学大学院の研究科及び教育部担当の教員又は他の大学院若しくは研究所等の教員等の協力（論文審

査委員に加わることを含む。）を求めることができる。
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２　前項の委員の選出は，投票によるものとする。

３　論文審査委員会に論文審査委員主査（以下「主査」という。）を置き，主査は論文審査委員会の総括を行

う。

（論文提出による学位論文の公聴会）

第２７条　論文審査の段階において，論文審査委員会は，学位論文の公聴会を開催するものとする。

２　主査は，学位論文の公聴会の開催日を，原則として開催日の１週間前までに申請者に通知するとともに，

関係教室等への掲示をもって公示するものとする。

（試問）

第２８条　細則第１１条第１項の試問は，専門科目については口頭で，外国語については筆答で行う。

２　外国語の試問は，英語について行う。

３　外国語の主論文又は申請者自身が発表した国際会議論文がある場合には，外国語の試問は免除する。

　　　附　則

　この内規は，平成１８年４月１日から施行する。
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様式１ 様式２

様式３
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徳島大学大学院先端技術科学教育部（博士後期課程）において
優れた研究業績を上げた者の期間短縮修了に関する要項

（目的）

第１条　この要項は，徳島大学大学院学則（平成７年規則第１１８１号）第１２条第１項ただし書，同条第２項

ただし書及び同条第３項ただし書の規定に基づく，徳島大学大学院先端技術科学教育部（博士後期課程）

における優れた研究業績を上げた者の修了年限短縮の認定に関し，必要な事項を次のとおり定める。

（認定申請の時期）

第２条　認定申請を行う時期は，徳島大学大学院先端技術科学教育部の博士学位に関する内規（以下「内規」

という。）第４条に定める学位論文予備審査の申請の１か月前までとする。

（認定基準）

第３条　研究業績が優れており，権威ある学術雑誌に投稿し，査読の結果受理された主論文が３編以上あり，

かつ，次の各号の一に該当する者について，認定を行うものとする。

　⑴　本人自身が発表した，又は発表予定の国際会議論文があること。

　⑵　学会から本人自身の研究に対して論文賞などを受賞していること。

　⑶　共同研究プロジェクト等に貢献していること。

　⑷　学会活動等での顕著な活躍が認められていること。

　⑸　日本学術振興会特別研究員に採用され，又は採用予定であること。

　⑹　その他，顕著な研究業績を上げていること。

（認定手続き）

第４条　指導教員は，前条に定める基準を満たす者がある場合は，所定の推薦書に内規第３条第２号及び第

３号に定める書類を添付し，徳島大学大学院先端技術科学教育部長（以下「教育部長」という。）あて申請

するものとする。

（認定審査の付託）

第５条　教育部長は，前条の申請を受理したときは，当該申請に係る認定審査を教務委員会へ付託する。

（審査委員会の設置）

第６条　教務委員会は，前条の付託を受けたときは，第２条に規定する優れた研究業績を上げた者の認定に

関し，審査委員会を設置する。

（審査委員会の組織）

第７条　審査委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。

　⑴　教務委員会委員長

　⑵　教務委員会副委員長

　⑶　当該申請のあったコースの教務委員会委員 　１名

２　審査委員会に委員長を置き，その選出は委員の互選とする。

３　委員長は，第１項の委員以外の者の出席を求め，意見を聴くことができる。

（審査及び結果の報告）

第８条　教務委員会は，審査委員会の結論に基づき審議し，認定の可否の結果を出す。

２　教務委員会委員長は，前項の結果を教育部長へ報告するものとする。

（審査結果の決定）

第９条　教育部長は，前条の報告に基づき，第２条に規定する優れた研究業績を上げた者の認定の可否を決

定する。

２　教育部長は，前項の規定により，認定を可決された者に対し，博士論文予備審査の申請を許可する。
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（疑義解釈）

第１０条　この要項の実施に関し，疑義が生じた場合は，教務委員会において解釈する。

（要項の改廃）

第１１条　この要項の改廃は，教務委員会及び徳島大学大学院先端技術科学教育部教授会の議を経なければ

ならない。

　　　附　則

１　この要項は，平成１８年４月１日から実施する。
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徳島大学大学院先端技術科学教育部博士前期課程の修士論文の
提出時期等について

　徳島大学大学院先端技術科学教育部学位規則実施細則第２条第２項に規定する修士論文の提出時期等につ

いて，次のとおり申し合わせる。

１　修士論文の提出の時期は，博士前期課程の各学年の２月中の指定の期日までとする。ただし，後期の学

期から入学した者にあっては，９月中の指定の期日までとする。

２　博士前期課程の修業年限を超えて在学する者の修士論文の提出時期は，原則として前項に定める期日と

する。ただし，修了に必要な所定の単位を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた者で修士論文の審査を

願い出る者がある場合は，６月中又は９月中の指定の期日までに修士論文を提出することができる。

３　前項ただし書において，後期の学期から入学した者の修士論文の提出の時期は，１２月中又は２月中の指

定の期日までとする。

４　第２項ただし書及び前項の申合せを適用する場合の修了の可否の判定に当たっては，教育的な効果を十

分配慮しなければならない。

　　　附　則

　この申合せは，平成１８年４月１日から実施する。
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徳島大学大学院先端技術科学教育部（博士前期課程）において
優れた研究業績を上げた者の期間短縮修了に関する要項

（目的）

第１条　この要項は，徳島大学大学院学則（以下「学則」という。）第１１条第１項ただし書の規定に基づく，

徳島大学大学院先端技術科学教育部（博士前期課程）における優れた業績を上げた者の修了年限短縮の認

定に関し，必要な事項を次のとおり定める。

（認定申請の時期）

第２条　認定申請を行う時期は，徳島大学大学院先端技術科学教育部学位規則実施細則第２条第２項及び同

条ただし書きに定める修士論文の提出時期の３ヶ月前までとする。

（認定の基準）

第３条　期間短縮修了の認定は，次の各号に掲げる要件の全てに該当する場合に行うことができる。

　⑴　当該専攻が定める要件を満たしていること。

　⑵　当該専攻の学生が期間短縮修了を希望していること。

（認定の手続）

第４条　期間短縮修了を希望する者は期間短縮修了希望願書（別紙様式１）を所属するコース長に提出する

ものとする。

２　コース長は，前項の提出を受け，申請者が前条に定める基準を満たしている場合は，期間短縮修了者推

薦書（別紙様式２）を徳島大学大学院先端技術科学教育部長（以下「教育部長」という。）に提出するもの

とする。

（審査結果の決定）

第５条　教育部長は前条の申請を受理したときは，学則第１１条第１項ただし書きに規定する優れた研究業

績を上げた者の認定審査を教務委員会に付託する。

２　教務委員会は付託された前項の申請について審議し，認定の可否について教育部長に報告する。

３　教育部長は，前項の報告に基づき認定の可否を決定する。

４　教育部長は，前項の規定により，認定を可決されたものに対し，修士論文審査の申請を許可する。

　　　附　則

　この要項は，平成１８年４月１日から実施する。 
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各コース（博士前期課程）においてすぐれた業績を上げた者の期間短縮修了に関する要件

要　　　　　　　　　　　　件コース

　建設創造システム工学コース（博士前期課程）において業績が優れており，かつ，次の各号の一
に該当することを，コース会議で認められた者については，徳島大学大学院学則第１１条第１項た
だし書きの規定に基づき，在学期間に関しては，大学院に１年以上在学すれば足りるものとする。
⑴　権威ある学術雑誌に投稿し，査読の結果受理された論文が１編以上あること。
⑵　発表した，または発表予定の国際会議論文があること。
⑶　学会活動等での顕著な活動が認められていること。
⑷　その他，顕著な業績を上げていること。

建
設
創
造
シ
ス
テ
ム

　機械創造システム工学コース（博士前期課程）において業績が優れており，かつ，次の各号のい
ずれかに該当する者については，コース会議で認められれば，徳島大学大学院学則第１１条第１項
ただし書きの規定に基づき，在学期間に関しては，大学院に１年以上在学すれば足りるものとする。
⑴　権威ある学術雑誌に投稿し，査読の結果受理された論文が１編以上あること。
⑵　発表した，又は発表予定の国際会議論文があること。
⑶　学会活動等での顕著な活動が認められていること。
⑷　その他，顕著な業績をあげていること。

機
械
創
造
シ
ス
テ
ム

　化学機能創生コース（博士前期課程）において業績が優れており，かつ，次の各号の一に該当
する者については，コース会議で認められれば，徳島大学大学院学則第１１条第１項ただし書の規
定に基づき，在学期間に関しては，大学院に１年以上在学すれば足りるものとする。
⑴　権威ある学術雑誌に投稿し，査読の結果受理された論文が１編以上あること。
⑵　発表した，又は発表予定の国際会議論文があること。
⑶　学会活動等での顕著な活動が認められていること。
⑷　その他，顕著な業績をあげていること。

化
学
機
能
創
生

　生命テクノサイエンスコース（博士前期課程）において業績が優れており，かつ，権威ある国
際学術誌に筆頭著者として投稿し，査読の結果受理された論文が在学中に１編以上ある者につい
ては，コース会議で認められれば，徳島大学大学院学則第１１条第１項ただし書の規定に基づき，
在学期間に関しては，大学院に１年以上在学すれば足りるものとする。

生
命
テ
ク
ノ

　エコシステム工学コース（博士前期課程）において業績が優れており，かつ，次の各号の一に
該当するものについては，コース会議で認められれば，徳島大学大学院学則第１１条第１項ただし
書の規定に基づき，在学期間に関しては，大学院に１年以上在学すれば足りるものとする。
⑴　筆頭著者として発表済み，又は発表予定の国際会議論文があること。
⑵　権威ある学術雑誌に投稿し，査読の結果受理された筆頭著者の論文が１編以上あること。
⑶　学会活動等で顕著な賞を受賞したことがあること。
⑷　その他，顕著な業績を上げていること。

エ
コ
シ
ス
テ
ム
工
学

　電気電子創生工学コース（博士前期課程）において業績が優れており，かつ，次の各号の一に
該当する者については，コース会議で認められれば，徳島大学大学院学則第１１条第１項ただし書
の規定に基づき，在学期間に関しては，大学院に１年以上在学すれば足りるものとする。
⑴　権威ある学術雑誌に投稿し，査読の結果，受理された論文が１編以上あること。
⑵　学会の賞など学会活動で顕著な活動が認められていること。
⑶　本人がファーストオーサとして発表した国際会議論文があること。
⑷　その他，顕著な業績をあげていること。

電
気
電
子
創
生

　知能情報システム工学コース（博士前期課程）において業績が優れており，かつ，次の各号の
一に該当する者については，コース会議で認められれば，徳島大学大学院学則第１１条第１項ただ
し書の規定に基づき，在学期間に関しては，大学院に１年以上在学すれば足りるものとする。
⑴　権威ある学術雑誌に投稿し，査読の結果受理された本人が筆頭著者の論文が１編以上あるこ
と。

⑵　本人自身が発表した，または発表予定の国際会議論文が２編以上あること。
⑶　学会活動等での顕著な活動が認められていること。
⑷　その他，顕著な業績をあげていること。

知
能
情
報
シ
ス
テ
ム

　光システム工学コース（博士前期課程）において業績が優れており，かつ，次の各号の一に該
当する者については，コース会議で認められれば，徳島大学大学院学則第１１条第１項ただし書の
規定に基づき，在学期間に関しては，大学院に１年以上在学すれば足りるものとする。
⑴　権威ある学術雑誌に投稿し，査読の結果受理された論文が１編以上あること。ただし，当該
論文に関し，主に寄与した著者であること。

⑵　発表した，又は発表予定の国際会議論文があること。ただし，当該論文に関し，主に寄与し
た著者であること。

⑶　学会活動等での顕著な活動が認められていること。
⑷　その他，顕著な業績をあげていること。

光
シ
ス
テ
ム
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様式１
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様式２
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徳島大学大学院先端技術科学教育部における長期にわたる教育
課程の履修に関する規則

（趣旨）

第１条　この規則は，徳島大学大学院学則（以下「大学院学則」という。）第９条の３第２項の規定に基づき，

徳島大学大学院先端技術科学教育部（以下「本教育部」という。）における長期にわたる教育課程の履修

（以下「長期履修」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。

（資格）

第２条　修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修できる者（以下「長期履修学生」と

いう。）は，次の各号の一に該当する者とする。

　⑴　職業を有する者で，かつ，所属長の承諾を得た者

　⑵　国際連携大学院コ−スの学生で，かつ，所属長の承諾を得た者

　⑶　その他教育部長が特に必要と認めた者

（申請手続）

第３条　長期履修を希望する者は，所定の申請書を次の各号に定める日までに，学長に提出し，その許可を

得なければならない。

　⑴　新入生は，入学手続き日

　⑵　在学生は，別に定める日

　（審査手続）

第４条　長期履修を希望する者がある場合は，所属するコースにおいて，申請書類及び面接により審査し，

その結果を教育部長に報告するものとする。

２　教育部長は，教育部教授会の議を経て，学長に申請するのとする。

（長期履修の期間）

第５条　長期履修を許可する期間は，大学院学則第５条に規定する在学年限を限度とする。

２　長期履修学生が在学中，長期履修学生として認められた期間の変更を希望する場合は，学長に願い出て，

その許可を得なければならない。

（教育課程の編成）

第６条　長期履修学生に係る教育課程の編成は，本教育部が定めた履修基準を弾力的に運用するものとし，

長期履修学生に限定した教育課程の編成は行わないものとする。

（履修科目の登録の上限）

第７条　長期履修学生が１年間又は１学期間に履修科目として登録することができる単位数の上限について

は，別に定める。

（雑則）

第８条　この規則に定めるもののほか，長期履修に関し必要な事項は，教育部教授会の議を経て，教育部長

が別に定める。

　　　附　則

１　この規則は，平成１８年４月１日から施行する。

２　平成１８年３月３１日に徳島大学大学院工学研究科に在学する者については，なお従前の例による。
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徳島大学大学院先端技術科学教育部における長期にわたる教育
課程の履修に関する規則の申合せ

　この申合せは，徳島大学大学院先端技術科学教育部における長期にわたる教育課程の履修に関する規則

（以下「規則」という。）第８条の規定に基づき，徳島大学大学院先端技術科学教育部（以下「教育部」とい

う。）における長期履修に関し必要な事項を定めるものとする。

１．長期履修を申請できる者は，次のとおりとする。

　⑴　教育部に入学後１年以内の者で，正規職員として勤務している者または勤務する予定の者

　⑵　教育部国際連携大学院コ−スにおいて入学後１年以内の者

　⑶　その他教育部長が特に必要と認めた者

２．申請の時期は，入学手続きの日における申請のほか，在学生は１年次の２月末日（１０月入学者は８月末

日）までに申請するものとする。

３．規則第４条第１項に規定する審査は，所属コースの教務委員及び指導教員が行うものとする。ただし，

両者が同一の場合は，指導教員に代わって所属コースの他の教員が行うものとする。

４．長期履修学生が規則第５条第２項に規定する期間の変更を希望する場合，その所属するコースにおいて，

原則として変更する６か月前までに申請書類及び面接による審査を行う。審査については，上記３の規定

を準用する。なお，期間の変更は短縮のみとし，延長については認めないものとする。

　　　附　則

１　この申合せは，平成１８年４月１日から適用する。

２　平成１８年３月３１日に徳島大学大学院工学研究科に在学する者については，なお従前の例による。
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徳島大学工学部学生及び大学院先端技術科学教育部学生の他学
部等の授業科目履修に関する実施細則

（趣旨）

第１条　この細則は，徳島大学工学部規則（昭和３４年規則第２９号）第３条の４第３項及び徳島大学大学院

先端技術科学教育部規則第６条第３項の規定に基づき，工学部学生が本学の他学部又は工学部の他学科の

授業科目を自由科目として履修する際，及び先端技術科学教育部学生が本学大学院の他研究科若しくは他

教育部又は先端技術科学教育部の他コース又は本学学部の授業科目を自由科目として履修する際に必要な

事項を定めるものとする。

（許可の範囲）

第２条　他学部等の授業科目の履修を許可する範囲は，次のとおりとする。

　⑴　工学部学生は，各学科の許可する単位を超えない範囲で他学部又は工学部の他学科に属する専門教育

科目を履修することができる。

　⑵　先端技術科学教育部学生は，各コースの許可する単位を超えない範囲で本学大学院の他研究科若しく

は他教育部又は先端技術科学教育部の他コース又は本学の学部の授業科目を履修することができる。

（履修科目）

第３条　工学部及び先端技術科学教育部における他学科及び他コースで履修可能な授業科目及び受け入れ可

能人数は，工学部及び先端技術科学教育部の「履修の手引き」に掲載し，各学期が始まる前にそれらの情

報を周知するものとする。

　　なお，「履修の手引き」に履修可能として掲載されていない授業科目でも事情によっては履修可能な場合

がある。

（受講の願出）

第４条 工学部学生で，他学部の授業科目を履修しようとする者は，別紙様式第１号の「他学部・他研究科又

は他教育部授業科目履修願」を，前・後期それぞれの授業開始日から１週間以内に，所属する学科の教務

委員の承認を経て，工学部学務係に提出しなければならない。

２　先端技術科学教育部学生で，他研究科若しくは他教育部又は本学の学部の授業科目を履修しようとする

者は，別紙様式第１号の「他学部・他研究科又は他教育部授業科目履修願」を，前・後期それぞれの授業

開始日から１週間以内に，所属するコースの教務委員及び指導教員の承認を経て，工学部学務係に提出し

なければならない。

３　工学部学生で，他学科の授業科目を履修しようとする者は，別紙様式第２号の「工学部他学科授業科目

履修願」を，前・後期それぞれの授業開始日から１週間以内に，所属する学科の教務委員の承認を経て，

工学部学務係に提出しなければならない。

４　先端技術科学教育部学生で，先端技術科学教育部の他コースの授業科目を履修する際の手続については，

履修届を前・後期それぞれの授業開始日から１週間以内に，授業担当教員及び指導教員の承認を経て，工

学部学務係に提出しなければならない。

（授業担当教員との事前許可）

第５条　他学部等の授業科目の履修を希望する学生は，事前に授業担当教員の許可を得ていなければならな

い。

（受講の承認及び許可）

第６条　第４条に規定する別紙様式第１号及び別紙様式第２号により願い出のあった授業科目については，

工学部教務委員会においてその必要性を考慮の上，受講を承認するものとする。

２　前項の委員会において，別紙様式第１号により履修を願い出て，受講許可と承認された者については，
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工学部長又は先端技術科学教育部長が当該授業科目を開設している学部長等と協議の上，受講を許可する

ものとする。

（受講の中断）

第７条　前条の許可を得た授業科目については，正当な理由がなければ受講を中断することはできない。

（履修報告）

第８条　他学部又は他研究科若しくは他教育部の授業科目を履修した者は，別紙様式第３号の「他学部・他

研究科又は他教育部授業科目履修報告書」に単位修得証明書を添付して，速やかに工学部学務係に提出し

なければならない。

（単位の認定）

第９条　本実施細則により履修した他学部等の科目は自由科目とし，選択科目の単位として認める。取得し

た単位を卒業又は修了単位として認めるか否かは所属する学科又はコースにおいて決めるものとする。

　　　附　則

　この細則は，平成１８年４月１日から施行する。
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工学部及び先端技術科学教育部における他学科及び他コースで
履修可能な授業科目及び受け入れ可能人数

※（　）は受け入れ可能人数，昼間は昼間コース，夜間は夜間主コースを表す。

※下記に記載のない科目についても，受講を認める場合がある。

・建設工学科

　下記を除く専門教育科目（いずれもそれぞれ若干名）

　　−昼間：建設基礎セミナー・学びの技・測量学実習・情報処理・建設基礎解析演習・建造物デザイン実

験実習・建造物デザイン演習・地域環境マネジメント実習・地域環境マネジメント演習・キャ

リアプラン演習・プロジェクト演習・工学系共通科目

　　−夜間：学びの技・建設設計製図１・建設設計製図２・建設工学実験・コンピュータ入門１・コンピュー

タ入門２・工業英語・技術者の倫理・工学系共通科目

・機械工学科

　　−昼間，夜間とも実験・実習・製図・工学系共通科目を除く専門教育科目（いずれもそれぞれ若干名）

・化学応用工学科

　　−昼間：材料物性（５人）・材料科学（５人）・基礎物理化学（５人）・生物物理化学（６人）・生物化学

工学（５人）

　　−夜間：環境化学（５人）

・生物工学科

　　−昼間：基礎生物工学１（５人）・基礎生物工学２（５人）・生化学２（５人）・発生工学（５人）・微生

物学１（５人）・生物無機化学（３〜５人）・生物有機化学（２人）・分子生物学（５人）・タン

パク質工学（５人）・酵素工学（５人）・遺伝子工学（５人）・生物環境工学（１０人）・生物機能

設計学（２人）・有機化学１（３〜５人）・細胞工学（５人）・微生物工学（５人）

　　−夜間：酵素化学（５人）・生化学２（３人）

・電気電子工学科

　　−昼間：マイクロ波工学（教室の許す限り）・エネルギー工学基礎論（１０人，他学部学生も可）・電気電

子材料工学（教室の許す限り）・電子デバイス（教室の許す限り）・半導体工学（教室の許す限

り）・高電圧工学（１０人）

　　−夜間：電子デバイス工学（教室の許す限り）・センサ工学（教室の許す限り）・半導体工学（教室の許

す限り）

・知能情報工学科

　　−昼間：生体情報工学（１０人）・集積回路工学（１０人）・電子回路（１０人）・人工知能（１０人）・コン

ピュータネットワーク（１０人）・知識知能システム（１０人）

　　−夜間：画像処理工学（１０人）・プログラミング方法論１（１０人）・プログラミング方法論２（１０人）

・光応用工学科

　　−昼間：光・電子物性工学１（１０人）・光・電子物性工学２（１０人）・光デバイス１（５人）・レーザ工

学基礎論（５人）・結晶成長学（５人）・結晶工学（５人）・画像処理（１０人）・光導波工学（１０

人）・高分子化学（１０人）

・工学基礎教育センター

　　−昼間，夜間とも実験科目以外で，受講希望者の所属する学部学科で開講されていない科目で講義担当

者が許可する科目，詳細は講義担当者に問い合わせること。
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○先端技術科学教育部

　建設創造システム工学コース

　　　建設工学論文輪講・建設工学特別実験及び演習・技術英語特論・技術英語を除く授業科目

　　　（いずれもそれぞれ若干名）

　機械創造システム工学コース

　　　機械工学論文輪講・機械工学演習・機械工学特別実験を除く授業科目

　　　（いずれもそれぞれ若干名）

　化学機能創生コース

　　　化学反応工学特論（５人）・材料設計特論（５人）・分離工学特論（５人）・物理化学特論（５人）

　生命テクノサイエンスコース

　　　生体熱力学（５人）・分子機能工学（２人）・生体高分子化学特論（３〜５人）・細胞生物工学（若干

人）・分子生物学特論（１０人）・酵素学特論（５人）

　エコシステム工学コース

　　　エコシステム工学輪講・エコシステム工学演習・エコシステム工学特別実験を除く授業科目

　　　（いずれもそれぞれ若干名）

　電気電子創生工学コース

　　　デバイスプロセス特論（若干名）・光デバイス特論（教室の許す限り）・電気・電子材料特論（教室の

許す限り）・半導体工学特論（教室の許す限り）

　知能情報システム工学コース

　　　集積回路工学（２０人）・自然言語理解（１０人）・情報ネットワーク（１０人）

　光システム工学コース

　　　結晶成長学特論（５人）・光機能材料・光デバイス特論２（１０人）・光計算技術（１０人）・ＶＲ技術

（１０人）・光物性工学（５人）・高分子設計論（１０人）

　受講希望者の所属する学科・コースで開講されていない科目で講義担当者が許可する科目，詳細は講義担

当者に問い合わせること。



−６６−

別紙様式第１号



−６７−

別紙様式第２号



−６８−

別紙様式第３号



−６９−

学生からの成績評価等に関する申し立てに対する対応について

工学部教務委員会

　成績評価の正確性を担保するため，学生からの成績評価等に関して申し立てがあった場合について，下記

の方法により措置する。

１　授業担当教員および工学部事務学務係による受付および訂正

　　成績評価等について疑義がある場合，学生は授業担当教員に申し出る。担当教員は，学生の提出した資

料，学務係へ提出した成績資料，学生の成績簿の確認を行い，ミス等がある場合は学務係へ様式１をもっ

て連絡する。学務係は，授業担当教員の連絡にもとづいて，成績データをチェックし，成績の訂正等の措

置の記録を様式１に記載して残す。

２　学科教務委員による相談

　　成績評価等の疑義に関する問題が，授業担当教員との協議では解消しない場合は，学科教務委員が相談

と調停を行う。ただし，授業担当教員が学科教務委員である場合は学科長がこれを代行する。教務委員

（学科長）は，事実確認，及び対応方針を決定し，また必要に応じて授業担当教員と学生の双方から事情を

聴取して，解決を図る。成績の訂正等の必要が生じた場合は，経緯記録とともに訂正事項を様式１をもっ

て学務係へ申し出ることとする。

３　学科会議における決定

　　前条でなお解決できない場合，教務委員は学科会議に諮り，問題解決のための審議を通じて対応を決定

する。この場合の経過は，学科会議の記録として保管することとする。また，教務委員会の審議事項に関

わる場合は，経緯を委員長に報告し，必要に応じて委員会において審議するものとする。成績の訂正等の

必要が生じた場合は，経緯記録とともに訂正事項を様式１をもって学務係へ申し出ることとする。

４　上記の措置において，問題等が生じた場合は教務委員長と協議することとする。

　　　附　則

　この申し合わせは，平成１７年１１月１日より実施する。
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気象警報が発令された場合の授業休講措置について

　台風等による気象警報のうち「暴風警報と大雨警報」若しくは「暴風警報と洪水警報」又は「大雪警報」

が徳島県北部（徳島・鳴門）に発令された場合の徳島大学工学部及び徳島大学大学院先端技術科学教育部の

授業休講については，次のとおり取り扱う。

１　午前７時現在において警報発令中の場合は，午前中の授業を休講とする。午前１１時現在においても引

き続いて警報発令中の場合は，午後からの授業をすべて休講とする。

　　夜間主コースの授業については，午後４時現在において警報発令中の場合は，すべての授業を休講とす

る。

２　授業開始後に警報が発令された場合は，次の時限からの授業を休講とする。

３　前２項により判断し難い場合は，工学部長（工学部長不在の場合は副学部長）及び教務委員会委員長の

判断により措置する。

４　前３項の措置によって休講となった授業は，「徳島大学工学部における授業回数及び補講方法について

（平成９年１０月９日徳島大学工学部長及び徳島大学大学院工学研究科長制定）」に基づき補講する。

５　この取扱いには，全学共通教育の授業は含まない。

６　この取扱いの改廃は，教務委員会及び教授会の議を経なければならない。

　　　附　則

　この取り扱いは，平成１８年４月１日から実施する。
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セクシュアル・ハラスメントの発生防止のために

　教育の現場において、セクシュアル・ハラスメントは断じてあってはならないことですが、教員と学生と

の間、職員と学生との間、上級生（院生）と下級生との間等には教える側と教えられる側といういわば上下

関係または力関係があることにより，セクシュアル・ハラスメント問題が発生する恐れがあります。

　問題の発生を防止するとともに，社会人となって仕事をするうえでもこの問題に対する意識を持ち続ける

ことが、２１世紀の我が国の男女共同参画社会の実現のためにも重要であります。そのために、セクシュア

ル・ハラスメントに対するガイドラインを設けることにしました。

セクシュアル・ハラスメントとは

　セクシュアル・ハラスメントとされる行為には，たとえば次のようなものがあります。

①　言葉によるセクシュアル・ハラスメント

　　言葉によるセクシュアル・ハラスメントとしては、「いかがわしい冗談」の他にも「固定的な性別役割意

識に基づく言葉」や「肉体的な外観、性行動、性的好みに関する不適切な言葉」などがあります。性的な

からかい、冷やかし、中傷などもこれに相当します。

②　視線・動作によるセクシュアル・ハラスメント

　　この種のハラスメントは軽く判断されがちです。しかし、それを受ける被害者自身にとっては大きな苦

痛であり、精神的なストレスになる場合があります。

例）講義の最中、Ａ教授はいつも卑猥な冗談を言う。女子学生の一人が笑わないでいると、「君には

冗談が通じないね。」と一言。彼女は抗議したいが成績評価が悪くなるのを恐れて我慢している。

例）実験室のＢ助手は、個別指導の最中にある女子学生の手を握った。学生はショックで動くことが

できなかった。それからというもの、実験の最中に彼はじっと彼女を見つめるようになった。彼女

が気付くと目配せをする。彼女は悩み続け、ストレスから勉学意欲もなくしてしまった。
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③　行動によるセクシュアル・ハラスメント

　　ここに挙げた例以外にもいろいろなセクシュアル・ハラスメントが考えられます。巧妙に行われ、罪が

ないように見える場合もあります。

　徳島大学工学部では、このようなセクシュアル・ハラスメントに対する相談室を設けています。プライバ

シーは厳重に守られますので、若しあなたがセクシュアル・ハラスメントの被害に遭ったら、どうか遠慮な

く相談してください。

セクシュアル・ハラスメント相談室

（下記の電話番号にて相談を受けております。）

相談員　村　上　理　一（６５６−７３９２）　・　本　仲　純　子（６５６−７４０９）

　　　　辻　　　明　彦（６５６−７５２６）　・　真　田　純　子（６５６−７５７８）

例）卒業指導の最中に、ゼミのＣ教授はある女子学生をデートに誘った。彼女が誘いを断わると「指

導する気がなくなった。あなたは本当に卒業したいのですか。」と含みのある言葉を返した。彼女は

卒業ができなくなるかもしれないという予期せぬ事態に狼狽した。

例）Ｄ教授は、コンパの席ではいつも女子学生を自分の隣に座らせ、酒の酌をさせている。女子学生

は、Ｄ教授の機嫌を損ねないように笑顔で受け答えをしているが、心の中では激しい嫌悪感を感じ

ている。

例）ＥとＦは同じ研究室の大学院生である。ＥはＦに交際を申し込んだが断られた。しかしＥは諦め

ない。Ｆに毎晩電話をし性的な言葉を投げかける。留守電に性的な意味を含んだメッセージを入れ

る。最近ではＦの後をつけ回し始め、Ｆはすっかりおびえてしまっている。
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工学部講義室配置図

      

     

      


